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開議　午前 9 時 55 分 
 

◎開議の宣告 

○議長（青羽雄士君）　おはようございます。 

ただいまの出席議員は 10名です。 

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はあらかじめ御手元に配付のとおりでございます。 

 

　　　　　◎日程第 1　会議録署名議員の指名 

○議長（青羽雄士君）　日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は会議規則第124条の規定により議長において、6番　小松弘幸君、7番　斉藤うめ

子君を指名します。 

 

　　　　　◎日程第 2　一般質問 

○議長（青羽雄士君）　日程第 3、一般質問を行います。 

質問の通告がありましたので、順次発言を許します。 

6 番　小松弘幸君。 

○議長（青羽雄士君）　日程第 2、一般質問を行います。 

質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

6 番、小松弘幸君。 

○6番（小松弘幸君）　おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、通告に従いまして一般質問させていただきます。 

今回は、ニセコ大橋手前Ｔ字路交差点の安全確保について質問いたします。ニセコ駅前からニセコ

停車場線 792 号線の坂を上ると、岩内洞爺線 66 号線との交差点に差しかかります。交差点手前にな

ると上り車線側が 2車線になっています。普段走行している皆さんは左折車両は左車線、右折車両は

右車線を走行し、赤信号に変わると左右に停止しています。前車がいる場合はそれに従って走行ある

いは停止しています。しかし、走り慣れていない初めて通る方や町外から来町された方が先行車にな

った場合には、走行車線を理解できず赤信号で左車線に停止し、右ウインカーを出している車両も見

受けられます。また、上り車線の真ん中で停止してしまう車両が多く発生しています。 

この交差点には、道路の直上に車両の存在を検知する車両用感知器が左レーン、右レーンに設置さ

れていますが、真ん中で停止すると感知器が作動せず、いつまで待っても信号機が青に変わらず、後

続車が何台もつながることもあります。後続車のドライバーが困り果てて、車両から降りて走って横

断歩道の押しボタンを押しているのが実情です。 

現在、路面上には左から右レーンまでの停止線が引かれていますが、センターラインが消えてしま

っている状況です。先行車が真ん中に停車することなく、右左折がスムーズに走行できるよう対策を

講じなければいけないと考えますが、現状をどのようにとらまえているか伺います。 



4 

○議長（青羽雄士君）　田中町長。 

○町長（田中健人君）　ただいまの小松議員の御質問にお答えいたします。 

御指摘のありました駅前の道道ニセコ停車場線 792 号線につきましては、単なるニセコ駅へのア

クセスではなく、観光路線としても利用頻度の高い重要な道路と捉えております。通行車両の中途半

端な停車による通行障害の対応につきましては、案内看板の設置、区画線を分かりやすく明示するな

どの対応を北海道へ要請いたしますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（青羽雄士君）　小松議員。 

○6番（小松弘幸君）　事故を未然に防ぐためにも、道路上での混乱をなくすことが重要です。冬季

間、この交差点前の両路面は電気を活用したロードヒーティングシステムとなっておりますので、降

雪時でも舗装路面が出ている状況です。これを考えると、雪解け後できるだけ早くセンターラインの

ライン引きを行ってもらい、新たに進行方向別区分の右左折を示す白い矢印を路面に表示していた

だくよう、公安委員会や道路管理者の小樽建設管理部へ要望すべきと考えますが、これについて伺い

ます。 

○議長（青羽雄士君）　橋本課長。 

○都市建設課長（橋本啓二君）　小松議員の再質問にお答えいたします。 

区画線についてはニセコ町の町道におきましても、消えている部分については極力雪解け後に早

く発注して区画線を引くように心がけておりますので、北海道のほうにも、小樽建設管理部ですね、

早めに区画線を引いてもらうのと、車両の運転手が分かるような路面標示も要請したいと考えてお

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（青羽雄士君）　小松議員。 

○6番（小松弘幸君）　中央地区にはＪＡようていの低温倉庫やバス会社もあります。大型トレーラ

ーや冷凍・冷蔵車、バスがこの交差点を通行しています。この大型車がニセコ駅前から上り車線を通

って左折しようとした場合、確かに小さく回れたほうがいいでしょうが、接触するよりも交差点のス

ペースを活用して若干大きく回って左折できたほうが、ドライバーにとってはスムーズに走行でき

ると考えます。 

大きく回ったときに、現在の停止線に左折車両が停止していた場合、大型車にとっては車両ぎりぎ

りで左折せざるを得ない状況です。これを少しでも回避するためにも、66 号線側の駅方面へ右折す

る、停止表示をもっと手前にすることで大型車両が走行しやすくなると考えますが、これについて伺

います。 

○議長（青羽雄士君）　橋本課長。 

○都市建設課長（橋本啓二君）　小松議員の再々質問にお答えいたします。 

停止線の位置については、基本的には公安委員会のほうの管轄になります。停止線の決定は基本的

には車両の軌跡を計算して、その軌跡が停止線にかからないような形で停止線の位置を決めている

かと思います。その辺公安委員会のほうにも確認いたしまして、再度今の停止線が正しいか、位置は

正しいかどうか検証を行ってもらい、駄目であれば公安委員会のほうにもうちょっと手前にしても

らうよう要請いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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○議長（青羽雄士君）　次に、2番　大野幹哉議員。 

○2番（大野幹哉君）　通告に従いまして、一般質問させていただきます。 

まず 1問目、ニセコミライ街区についてお聞きいたします。①当初はミスマッチ解消として住替え

住宅に進むため官民で始まった事業と認識しておりました。いろいろな事情もあり方向が変わり、分

譲住宅や賃貸住宅建設と進めていますが、現段階で町内住民で分譲住宅を購入した方は何人いるの

か。それ以外の購入者は全て住民登録されているのかを伺います。 

②以前、この街区は第 2工区までの町水道供給が限界ということをお聞きいたしましたが、第 3・第

4工区までできるのでしょうか。また、下水道についても今後の進め方をお聞きいたします。 

③すでに道路整備ほかインフラ整備に町から多くの工事費や補助金などを注入していますが、今後

も全ての工区を終了まで行うのか、ある段階で町から切り離す考えがあるか多くの町民が関心と疑

念を持っています。ニセコまちが進めるこの街区整備への町の関与、負担について、町長の考えをお

聞きいたします。 

○議長（青羽雄士君）　田中町長。 

○町長（田中健人君）　ただいまの大野議員の質問にお答えいたします。 

初めにニセコミライ街区の整備についてですが、町内においてミスマッチの居住の改善を図るこ

とのみならず、近隣町村からニセコ町へ仕事で通う皆さんの転居先として、移住定住促進等による住

宅不足解消も目的として整備を進めております。また、あわせてゼロカーボン社会を目指すニセコ町

の策を具現化する高気密高断熱による環境配慮型街区のモデル地区の整備としても取り組んでおり

ます。 

1 点目の御質問について、まず個人情報であるため詳細な情報についてはお伝えがすることができ

ませんが、現在整備済みの分譲棟 2棟計 13戸、賃貸棟 1棟 10戸について、少なくともこの町内を優

先して販売をした分譲棟の 5戸については、全て今町内にお住まいの方、町民の人が購入をしており

ます。また、これ以外の部屋につきましても投資等を目的とした購入実績はなく、例えば 2拠点居住

等の関係人口の増に寄与しております。 

2 点目については、既存の水道管口径でニセコミライ街区へ水道供給を行うと元町地区とさくら団

地周辺の水圧が下がってしまうため、元町地区の対応策としては市街地区配水地から有島三差路ま

での配水管口径を大きくする工事を令和 3年から令和 5 年まで実施をしてまいりました。さくら団

地周辺については、ニセコ中学校側から運動公園入り口まで配水管の口径を大きくし、配水管のルー

プ化と水量・水圧の対策工事を行い、さらに現在建設中の市街地地区の配水地増設工事を整備するこ

とにより、第 3・第 4工区まで供給できる形になっております。下水道につきましては、第 3工区ま

でが下水道事業計画区域となっており、今年度第 3工区工事で終了する予定でございます。 

3 点目につきまして、町によるインフラ整備である無電柱化と道路整備については、全延長 940 メ

ートルのうち令和 7年度は第 3工区までの 460 メートルが完了しております。残り第 4工区の 480 メ

ートル分の無電柱化更新などの道路工事と上水道関係工事については、町が引き続き実施をしてま

いりますので御理解のほどよろしくお願いいたします。 

以上です。 
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○議長（青羽雄士君）　大野議員。 

○2番（大野幹哉君）　再質問させていただきます。 

1 点目について、過去に公営住宅はこれ以上建てられないので、民間事業者へお願いして中央地区

や元町地域、また町内で賃貸住宅が建てられてきています。それでも不足しており、昨年から公営住

宅や移住定住促進住宅が建設され、今も建設中でございます。有島団地など古い公営住宅の今後の長

期的な計画、建替えや改修工事などについての考えをお聞きします。 

○議長（青羽雄士君）　橋本建設課長。 

○都市建設課長（橋本啓二君）　大野議員の再質問にお答えいたします。 

町で抱えてる公営住宅につきましては今長寿命化計画を立てておりまして、今後直近では望羊団

地が 30 年以上経過しているので、そちらのほうの改修工事を計画しております。その他の団地につ

いては今後改修か建替えか、おそらく改修工事に踏み切るかと思うんですけども、その辺はまた再検

討したいと考えておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（青羽雄士君）　大野議員。 

○2番（大野幹哉君）　何か先の見えないような感じだっていうことで理解しております。教員住宅

も含めて、非常に古い有島団地も改修はしてきてますけども、本当に建設当初から年数を数えればか

なりの古さになってますので、こういった長期的な計画をやはりきちんと立てて、これからの健全な

財政に向けてやっていく必要があると思います。その辺を検討しておいてほしいなと思います。 

それでは③の再質問させていただきます。今まで既にインフラ整備、その他について町が補助金を

出してきてますけども、一旦立ち止まって少し考える時間もあってもしかるべきと思う。何より当初

の住替え、前町長がこういった話をしていたんですけれども、それがシフトを変えたことによってで

すね、最初に言っていたことと逆ではないんですけども、そっちのほうの印象が町民にとって非常に

強いということがありまして、我々もそういった声を幾度となく聞いています。後から移住してきた

方とかそういう人たちには、今のニセコミライ街区についてはこういう形なんだという理解はある

程度は得ているのかなと思いますが、もともといる町民とはやはり対話をもう少しして、今後前に進

める必要があるのではないかと考えますが、町長の考えをお聞きします。 

○議長（青羽雄士君）　田中町長。 

○町長（田中健人君）　インフラ整備について立ち止まってしかるべきではないか、当初のコンセプ

ト・目的・狙いとずれてきているので対応するべきではないかという御質問だと受け止めております。

まず当初の目的、冒頭の回答でもお伝えしましたが、既存の町内の住替え促進も一つ目的ではありま

すが、それだけではないというところを改めてお伝えをさせていただきたいです。直近の国勢調査等

でも今ニセコ町は人口が増加をしていると数字もあがってきておりますが、外から来られる方の定

住・移住に向けた政策としてもニセコミライは一つの目的を果たしていると。混住というコンセプト

も当初掲げておりましたが、多様な世代を混ぜて住むといったところも掲げておりますので、決して

既存の町内にお住まいの方の住替えとしてニセコミライがあるというところではないことを、まず

お伝えをさせていただきます。 

また、今回町民を優先して販売をされた分譲の中にはですね、町内の賃貸住宅にお住まいの方が御
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購入されて、町内での住替えをされた実例もあるとニセコ町のほうからも伺っております。ですので、

まだまだ戸数としては決して多くはないものですから、当初のコンセプトとは大きく乖離があるの

ではないかという御指摘もごもっともだと受け止めますが、少なからず実例が出てきているのでは

ないかなということを申し上げます。今賃貸が 1棟 10 戸、来春には今建築中の 2棟目の賃貸が完成

します。恐らく来年度以降も賃貸 3棟目が建築されるというところでございまして、町内の今広いお

住まいに住んでいる方が世帯数が減ったので住替えができないだろうか、あるいは、他の賃貸住宅に

お住まいで引っ越しができないかといったところも賃貸住宅を早く整備していくことで、当初の住

替えといったところの目的も果たしていけるのではないかということも捉えております。 

いずれにしましても、こちらは官民が連携をして、ニセコ町も株主として関与しておりますが、株

式会社ニセコまちという民が中心となって進めている事業でございます。私もニセコまちの立ち上

げに携わってきた立場でございますが、ぜひ今後の事業展開ですとか決算につきましても義務があ

るわけではないのですが、しっかり町民に開かれた会社運営をしていくということで決算について

説明会等もされておりました。今後も恐らく続けていくと思いますので、ぜひそういった場にも皆様

御参加いただきまして、いろいろな御意見をちょうだいして反映していけるといいのかなと思いま

す。 

以上でございます。 

○議長（青羽雄士君）　大野議員。 

○2番（大野幹哉君）　③の再々質問をさせていただきます。 

先ほども言いましたが、これまでの町の補助金の合計金額、我々も議会でいろいろ説明を受けなが

らそういったものを議決してきてますけども、それこそ令和 7 年度までの補助金の合計金額と今後

想定される街区終了までの補助金の規模をお聞きします。 

○議長（青羽雄士君）　桜井課長。 

○企画環境課長（桜井幸則君）　ただいまの大野議員の御質問にお答えいたします。 

議員、補助金と申しておりましたが、町が道路や上下水道の整備を行うのは直接の工事なので補助

金という形ではなく、それぞれの原課が持っている工事費の予算、決算額になります。令和 3年度か

ら令和 7年度分までの総額になりますが、総事業費といたしましては 4億 610 万円で、このうち 3億

1,580 万円が過疎債で今言った道路ですとか上下水道関係、消防の防火水槽設備などの工事に充当し

ているところでございます。 

現在のところ令和 8年度で第 4工区までの道路、水道工事を終える予定としてございますが、令和

8年度につきましてはまだ来年度予算の要求、精査段階ですので、この金額についてはそれぞれの原

課での予算要求ということで、現在お示しできる数字はないということで御理解いただきたいと思

います。 

以上です。 

○議長（青羽雄士君）　大野議員。 

○2番（大野幹哉君）　それでは、次の質問に移らせていただきます。 

町の基幹産業である農業政策について伺います。 
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①11 月臨時議会で町長から所信表明があり、基幹産業である農業と観光についての政策を述べられ

ました。何か具体的な政策があるか伺います。 

②終わりを迎えようとしている国営農地再編整備事業でより大規模化、効率化が進み、劇的に農地が

耕作しやすくなったと感じています。昨年から米の価格が高騰し、米農家は喜ばしい一面、畑作・酪

農については資材の高騰が続き、経営の厳しさ苦しさも耳にします。一昨年肥料高騰対策で国や町で

も補助金があったと聞いていますが、昨年と今年はなかったと認識しています。一方で資材が下がっ

たとは聞いておりません。国が動くと自治体も動く傾向にありますが、町独自で毎年ある一定の予算

を組み込む考えはないかお聞きします。 

○議長（青羽雄士君）　田中町長。 

○町長（田中健人君）　ただいまの大野議員の御質問にお答えいたします。 

まず一つ目の御質問でございますが、11 月の臨時議会で私の所信表明におきましても御説明をさ

せていただきましたが、七つの挑戦としたうちの一つ、基幹産業である農業と観光を軸に産業振興を

推進していきたいというところは変わらず考えております。特に今回は農業の政策についてという

御質問でございますが、町内の今農業は地域や生産している作物、規模によって課題も異なっている

ものの、その中で共通する大きな課題としては慢性的な人手不足、担い手不足があると受け止めてお

ります。その解消に向けて中長期的な課題として、まずはしっかりと人手不足に対する対策を取り組

んでいきたいと考えております。そのほか、資材高騰への支援、国営事業整備後のケア、鳥獣被害対

策につきましても、これまでも行っていた部分もございますが、今後適切に対応していきたいと考え

ております。また、地域の水利組合における農業用水敷地の問題が表面化していることも認識をして

おります。これらの課題にしっかり向き合いながら、これまでも町の農業政策の柱として進めてきた

環境に配慮した農業の推進や土づくりを基盤とした循環型農業の確立、農作業軽減、機械等の導入を

強く推進をしてまいります。また、観光との連携として取り組んでいるベジピクや地場産品のブラン

ド化、6次産業化支援等の農畜産物の出口戦略についても、引き続き取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

二つ目の御質問でございます。一昨年の令和 5 年度に肥料価格高騰対策事業補助を実施しており

ますが、肥料コストの増加分の 7割を国が補助し、町独自の対策として国の補助に 10％の上乗せ補

助をしてまいりました。令和 6年度以降につきましては、小規模で使途を限定した事案について補助

を実施しておりますが、大野議員の御指摘のとおり広く価格高騰等に対応した支援とはなっていな

い現状があると感じております。今回、高市内閣によって国の重点支援地方交付金が交付されます。

物価高等の対応が目的ではございますが、活用の一つとして農業従事者の方への支援ができないか

ということを検討していきたいと思っております。日々農業を取り巻く環境が変わっていく中で、予

算についても個々の事例に即し、総合的に判断をしていきたいと考えておりますので、御理解のほど

よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○議長（青羽雄士君）　大野議員。 

○2番（大野幹哉君）　1点目の再質問させていただきます。 
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今年の主要農産物の収量、品質的にはどうだったのか分かる範囲でお聞きいたします。今、農業も

スマート農業などという言葉がありますが、国や道の補助事業にはどんなものがあるのか、またその

対象にはいろいろな制限があり、規模拡大や後継者がいるいないなどのポイント制で、そういった国

の補助事業があるのは承知しております。ポイントの低い農業者への補助が国や道ではないのか。そ

の辺は私もいろいろな農家の人から聞いていますが、うちは基盤整備をしても反別が極端に広くな

ってないとか後継者も今いない状態だということでポイントに加算されないと。低ポイントの農家

の人たちにはそういった補助の機械購入などが実際にあたらないという声が上がっております。な

んて言ったらいいんですかね、我々もそれは分からないんですけども、実際本当にこういうポイント

が低い農家には国や道の補助がどうしても当たらない制度なのか、その辺をちょっとお聞きしたい

と思います。 

○議長（青羽雄士君）　山口課長。 

○農政課長（山口丈夫君）　ただいまの大野議員の再質問にお答えいたします。 

1 点目の今年の収量等の関係ですけども、春先最初出だしのほうは天候不順などで出遅れがあった

と考えてますけども、後半は気温上昇等もありましてかなり例年並みに回復し、取戻したのかなと思

っております。品質につきましても同様かと考えております。 

2 点目の機械補助の関係でございますけども、おっしゃるとおり現在の国の機械補助に関しまして

はポイント制となっておりまして、このポイントが国の予算規模にも応じてということでしょうけ

ども、国の予算規模に対して申込みが多くなればポイントのボーダーラインは必然的に上がってい

くということになってくるかと思います。予算が少なければポイントが上がってくるということに

なると思います。前回の機械補助なども国の予算額が少なかったためにボーダーラインが高くなっ

たというところがありますけども、今取りまとめしてるところはやや国の予算額も大きいというこ

とで、少し下がってくるのではないかということも考えられますが、依然としてポイントが上がらな

い農業者の方にはなかなか難しい補助となっているところもまた事実でございます。現状の事業制

度ではなかなか確かに難しいところがあって、ポイントの低いところを同じこの事業で救うという

のは難しいと思っておりますので、何かそういった方たちも手当てできるものがないのか、なかなか

今の現状では見つからないとこありますけども、模索していくとともに町でも何か検討できるもの

がないか探していきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（青羽雄士君）　大野議員。 

○2番（大野幹哉君）　再々質問をさせていただきます。 

今の課長の説明は私もだいたい理解はしてるんですけども、こういったポイントの低い農家にそ

れこそ町が無利子で貸付けを考えるだとかないのでしょうか。機械の購入するとき俗に言う延べ払

いという支払い方式が昔は農協さんにあったと思うんですけど、今農協さんのほうでもそういった

制度がないという話をしてまして、結局は農機具屋さんのメーカーのローンを組む、そのローンもか

なり高いということを聞いておりますので、補助じゃなくて何か貸付けの事業も少し考えてはどう

かなと思いますが、その辺いかがでしょうか。 
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○議長（青羽雄士君）　総務課長。 

○総務課長（福村一広君）　大野議員の御質問にお答えしたいと思います。 

町では産業振興基金という基金を持っておりまして、それで貸付けを行うことは可能ですが無利

子というのはなかなかちょっと難しいのと、明日も日銀の会合で利率が上がるというような状況が

ありますので、金融機関での利息も含めて全体的に上がってきてるということで、町の産業振興基金

についても少し利上げをしようかというところではございます。今は 0.1 ですけど、その辺もまだ流

動的ではありますが、貸付けは低金利で行うことは可能かと思います。 

ただ、農業機械は大きいトラクターだとやはり 1,000 万円以上しますので、そのことを考えると基

金の残高が 6,000 万円ちょっとということなので、殺到されてもなかなか難しいところはあります

が、そういう基金を活用されるということは可能かなと思います。また、農家さんが実際産業をやる

上で、新しい品種を改良するために倉庫が必要だということで貸付けた事例もございますので、そう

いった事例も参考にしながら、それがいいかどうかは借りる側の問題ではありますけども、そういっ

た相談は受けさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（青羽雄士君）　大野議員。 

○2 番（大野幹哉君）　②の基盤整備関係の部分なんですけども、こちら再質問させていただきます。

先ほど町長も農業支援ということで、土づくりの話も出てました。私も基盤整備後の堆肥の推進によ

り力を入れるべきと考えてます。堆肥を撒く機械も全ての農家さんが所有しているわけではありま

せん。畑作で大きな面積をこなしている方は、対象機械をお持ちですが、中間規模の畑作の方はまだ

そこまでは導入できない状況で、また様々な作業に問題も考えられまして、畑作は春は撒きつけ、秋

は収穫に追われてる現状なんですね。 

これはちょっと個人的発想でもあるんですけれども、酪農家と畑作農家とコラボできないかとい

うのが両農家の調整や意見を踏まえて、堆肥散布を依頼して、それに対して町が補助を行うなど、今

交換耕作というのを試験的に行っていることも聞いております。ただ、この交換耕作は畑が近い条件

が揃えばいいんですけども、なかなかそれがマッチしない、難しいといった問題もあると思ってます。

これらの諸問題を農政課のほうで、農業者と農閑期を利用して懇談を深めていただいて、そういった

アイデアを生かして次年度に取り組むというような、そういうことをしているかどうか伺います。 

○議長（青羽雄士君）　山口課長。 

○農政課長（山口丈夫君）　ただいまの質問にお答えいたします。 

最初に堆肥についてということですけども、大規模な農家については持ってるけど中小規模の農

家の方は持ってないという点、今後現状把握に努めて対策等考えていければと思います。 

あと、酪農家と畑作農家の関係ですけども、耕畜連携ということで交換耕作というところの実験と

いいますか調査といったものをやっているところでございますが、この点について今後の予算関係

についても考慮していきたいと考えております。 

○議長（青羽雄士君）　山本副町長。 

○副町長（山本契太君）　ただいまの内容に少し補足をさせていただきたいと思います。小規模中規

模のなかなかポイント制に当たらない農家さんであっても、永続的に農業をやっていくという前提
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でございますから、何がしかの支援が必要だろうというお話は全くそのとおりだと思います。そうい

う場合にあっては、例えば畜産と畑作の農家さんが連携し合っていろんなコラボができれば、小規模

という部分を補えるのではないかという御提案、大変ありがたい御提案ですし、そのとおりだと思い

ます。 

例えばの話でご存じの部分かとは思いますが、ニセコ町は長く土づくりを実施をしております。畑

作農家さんの収穫後の稲わら・麦稈と畜ふんを堆肥に使う、酪農家さんはその分堆肥が交換できるな

ど、そういう事業は古くから実施をしておりまして、ある意味では昔からそういう部分でのコラボは

させてはいただいているということなので、全く実態がないということではないかと思います。ただ、

こういうものについて今後も新たな方策、いまお話の交換耕作につきましても、改めてそういうもの

も可能ではないかということも検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（青羽雄士君）　大野議員。 

○2番（大野幹哉君）　その畜ふんや堆肥の件も分かっていたつもりです。ただ、今共同でやってい

る酪農家があって、そういう情報も少し聞かせていただいていて、私も昔は農家の経験もありました

し家畜も飼ってました。そのときにやはり秋まき堆肥の堆肥としての有効性は私も非常に効果があ

ると感じてますし、10 年に 1回堆肥をまけばいいというもんでもないし、そういった蓄積されてい

くのが地力増進っていうのが基本中の基本なんですね。さっき言った酪農の組合でやってる夏に牧

草の収穫が終わって、秋にデントコーンの収穫が終わります。そのあとに畜産農家が堆肥を散布とい

う一連でやってるもんですから、それを見ているとこういう共同で作業してるところで畑作の人は

秋小麦や早出しの芋だとか次の作業にかかってしまいます。本当はそこで堆肥を入れたいけどでき

ないっていうのがありますので、そこをうまく調整ができれば希望をとって、こっちが受け入れるか

受入れないかは別として、そういった相談をしながら進めていければいいかなと思います。答弁は要

らないです。 

○議長（青羽雄士君）　次に移ります。 

７番、斉藤うめ子議員。 

○７番（斉藤うめ子君）　おはようございます。緑の党グリーンズジャパンの斉藤うめ子です。通告

に従いまして、2件質問させていただきます。 

1 件目は、ごみの分別と減量化のことについて伺います。ニセコ町は転入・転出による人の移動の

多い町です。都会や海外から来られた方々は、「ごみの分別が細かすぎて大変」という声があります。

ごみ分別が負担になり、ごみを減らす目的の分別もかえって分別に困り、ごみの分別ルートが守られ

ず適当に処理されることも少なくないのではないかと思います。観光客の増加も、ごみの量が増え分

別が難しくなる現状にあります。 

そこで、以下の質問をさせていただきます。 

①ニセコ町のごみの量は年々増加傾向にあると言われますけれども、その原因と対策について。 

②町内のごみ分別はどのくらい達成されているのか。 

③現在のごみの分別には、労力・時間・経費もかかり、もっと種類を少なくシンプルにして、環境負

荷の少ない焼却炉の導入を検討してはどうかと思っています。 
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④町民へのごみ減量への意識を啓発する様々な講演、イベント、指導など継続して行うことについて。 

⑤学校では環境教育の中で、ごみの問題をどのように取組み、実践的な指導を行っているのか。 

○議長（青羽雄士君）　田中町長。 

○町長（田中健人君）　ただいまの斉藤議員の質問にお答えします。①から④まで私のほうで回答い

たします。 

まず一つ目の質問でございます。ごみの増加原因についてでございますが、観光客の増加が主な要

因となっているというところは考えております。その対策についてですが、排出されるごみを減らす

ことはなかなか難しいというところが前提とありますが、リデュース、これは廃棄物の発生の抑制、

リユース再使用、そしてリサイクル再資源化、いわゆるこの 3Ｒの順番で取組み、最終的に埋立てな

どの処理をするごみを減らすことが必要だと考えております。 

二つ目の質問についてですが、分別の達成状況についてもどのような状態が達成しているのかと

いう定義が難しいのでなかなかお答えしにくい御質問ではありますが、現在のニセコ町のリサイク

ル率は約 50％程度でございます。これは全国平均が 20％程度でございますので、全国平均と比べま

すと高い数値になっております。これはですね、可燃ごみのＲＤＦの処理ですとか生ごみの堆肥化が

主な原因となっております。 

三つ目の質問です。現在のごみの分別ルールについてでございますが、こちらは約 20 年ほど前に

できたものであり、住民のライフスタイルの変化ですとか、特に外国人の住民の増加や観光客の増加

あるいはごみ処理技術や方法の変化などにより、若干現在のニーズと合わないものとなっていると

ころは承知をしております。しかしながら、ごみを適切に分別し再資源化していくことは非常に大切

なことと考えております。また、可燃ごみの処理については、羊蹄山麓 7町村、広域で処理をしてお

り、今後の処理方法について焼却処理を含めごみ処理方法の情報収集を進め、関係町村や処理事業者

と十分協議をして、分別の町民負担を軽減しつつ最大限再資源化ができるように、町民の皆様や議員

の皆様とも今後検討を進めてまいりたいと考えております。 

四つ目の質問です。啓発活動としては町内のごみの不法投棄の現状把握や清掃により、環境美化意

識の向上を目的の一つとして春と秋にクリーン作戦を開催し、町内会や各団体、企業の皆様に御協力

をいただいております。また、転入してきた外国人の方向けに、国際交流員の協力でニセコでの生活

に関する様々な情報を掲載している「ニセコ町生活ガイド」を作成していただき、その中にごみの出

し方についても紹介をしております。さらにごみステーションの案内看板やダメごみに貼るシール

については英語を併記し、各ごみ袋の表示も英語・中国語を併記しております。今後もごみに関する

啓発等については積極的にしてまいりたいと考えておりますので、御理解と御協力のほどよろしく

お願いいたします。 

以上です。 

○議長（青羽雄士君）　片岡教育長。 

○教育長（片岡辰三君）　それでは、斉藤議員の五つ目の御質問にお答えいたします。 

ごみの問題につきましては、学校の教科ではまず小学校 4年生の社会で取り扱ってございます。ご

みの収集や処理の仕組みなど基礎的な知識を学習するとともに、社会科見学においては倶知安町の
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処理施設を訪問し、自分たちが排出したごみの処理過程やリサイクルの流れなどについて見聞きす

ることでごみ問題への意識を高めてございます。その後、中学校では社会で国の廃棄物政策や国際的

なごみ問題、例えば海洋プラスチックごみ問題などを学んだり、家庭科で環境に配慮した消費行動の

重要性、例えば食品ロスなどを学習するなど多角的に学びを深めてございます。 

また、学校における実践的な活動として、校内外のクリーン作戦の実施、給食の牛乳パックのリサ

イクル、掃除の時間における分別の徹底などに取り組んでいるところでございます。各学校では単な

る知識の習得にとどまらず、子どもたち一人ひとりがごみ問題について自ら考え行動できるよう指

導を進めておりますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（青羽雄士君）　斉藤議員。 

○７番（斉藤うめ子君）　このごみの問題というのは、当然ニセコ町のみならず日本全国、それこそ

世界各国、地球規模の問題だと思うんです。御存じかと思いますけれども、プラスチックごみによる

海洋汚染は本当に深刻で、プラスチックの量は年々増え続けて、2050 年までに海洋プラスチックの

量が魚の重量を超えるという予想が発表されています。プラスチックは大変な問題なんですね。 

ところが、プラスチックを燃やすとＣＯ2が非常に上がるというジレンマというか、そういうこと

になっています。で、日本は国土の狭さから突出して焼却率が世界一と言われているんですね。それ

は日本の国土の問題がありますけれども、一般廃棄物の 8割が焼却されてると言われています。 

今後の処理方法なんですけれども、何よりもごみを出さない、そして減量化するにはどうするかっ

ていうことしかないと思うんです。日本で 1日に捨てられているごみの量というのは、1人当たり平

均 851 グラムというデータが環境省から出ています。そういうわけで、ニセコ町の町民生活課からい

ろいろと書類いただいたんですけども、富永課長からもちょっといろいろとお話伺ってきましたけ

れども、ニセコ町の場合は 1人 1日 860 グラム、これは全国平均を上回っているようです。これをで

すね、これからちょっとまた触れさせていただきますけれども、数値目標を定める。1日 1人いきな

り 500 グラムというのは大変ですけれども、少しずつハードルを下げてきて 860 グラムを 800 グラ

ム、それから 750、700 と減らしていくこと、もう目標を町が掲げて伝達することも大事じゃないか

なと思っています。 

そしてこれはですね、武蔵野市とか東京を一体でやっている、この市だけじゃなくてやっていて、

実際にごみの分量は減りつつあるというふうに聞いてます。そのごみの減量のやり方なんですけれ

ども、一般的にごみのほとんどの重さっていうのは生ごみが多いことが言われているんです。ただ、

ニセコ町の場合は生ごみを回収してますし、そしてこのデータを見ますとね、これは町民生活課がし

っかりまとめてくださったんですけれども、生ごみと資源ごみの量は同じぐらいになってます。生ご

みは重いですからね。それでこれは提案なんですけれども、生ごみの収集はまた堆肥センターで再利

用されてますけれども、まずごみの量を減らす方法としては一般の家庭用コンポストの普及も大切

じゃないかなと思ってます。アパートとか集合住宅に入ってる方は難しいことがあるかもしれませ

んけれども、こういうニセコ町のような広い環境のところではもっと普及させてもいいんじゃない

かなと思ってます。自分のことを取上げて申し訳ありませんけれども、町の中に住んでいても庭の一

部にコンポストを使ってずっと人生でほとんど生ごみを出さない、それが堆肥になって翌年には例
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えばカボチャの芽が出てカボチャができるとか野菜ができるとか、そういうこともありました。です

から、可能なところは家庭用コンポストをもっと広めてもいいのではないか、それによって生ごみの

排出量も減るのではないかというふうに思っています。 

これ、もう一つすごく大切なことだと思うんですけれども、分別が楽しくなるような工夫というは

いかがでしょうか。大切だと思います。ニセコ町に移住して以来、新聞・段ボール以外はニセコ生活

の家に出しています。紙類、ミックスペーパーですね、これなかなか皆さんごみに捨ててしまうこと

が多いと思うんですけれども、本当にちょっとここに簡単なものを持ってきたんですけど、ぽんとご

みに捨ててしまうような、レシートもそうなんですけれどもね、こういうものも全部紙袋や何かに入

れると道栄紙業さんが回収して、また紙にして再利用しています。こういうのはもう普段は皆さん可

燃ごみの中に入れてしまうのではないかなと思っています。なんですけれども、生活の家では牛乳パ

ックとかチラシとかお菓子の箱、それから今言ったミックスペーパーなんかを全部回収して、そして

それをリサイクルしてトイレットペーパーとかにしています。何よりもこれを道栄紙業さんに届け

ることによって、生活の家はお金をもらえるんですね。本当にちりも積もれば山となるではないんで

すけれども、これが年間にすると本当に、その年によりますけれども 10 万円前後の活動費っていう

か、相当のお金になるようです。ですから、こういうものが実際に役立っていて、見える化していて、

そしてお金にもなって入ってきて、そして施設を少しでも潤すという見える化っていうのがやはり

ごみ減量には大事じゃないかなというふうに思っています。ちょっとした工夫ですから、これに対し

ては私個人としては苦痛に感じていません。楽しんで、これが役に立って、しかも僅かでもお金にな

っているということがあります。 

現在ですね、多様なごみ分別といろんなのがあるんですけれども、私はここでこの質問に至ったの

は、まずごみの減量の方法と生ごみのこと、それからもう一つが焼却のことなんですね。いろいろと

選択肢があるんですけど、ニセコ町の場合は山麓でＲＤＦ、燃やすごみも全部回収して固形化して焼

却しない方法を進めているようなんですけれども。ごみの問題、今回ちょっといろいろと、前から関

わってたんですけれども、さらにちょっとよく勉強する機会になりました。最も典型的なのはですね、

徳島県上勝町のゼロ・ウェイスト、持続可能なまちづくりで知られています。私も緑の分権のときに

訪れたことがあります。ただそのときはごみ問題で行ったわけじゃなかったんですけれども、この上

勝町とそれから対照的なのは東京都の武蔵野市なんですね。そしてもう一つ、香川県の三豊市。 

ちょっと簡単に紹介させていただきます。上勝町というのは現在 1,300 人の人口を抱えていて、そ

して高齢化が 50 何％で面積も小さいところです。人口密度も 1平方キロメートルに 10 人ちょっと

ぐらいという町です。13種類で 45 分別してるんですけれども、私はそれを見ていて非常にいいなと

思ったのは、これインターネットで出てきた表なんですけれども、品目が 3種類のカラーで分けられ

ていてこれはリユースになります、それからこれは固形燃料になりますよ、これは焼却になりますっ

ていうことが一目で分かるんですね。これを見ると自分が出しているごみ類がこんなふうに使われ

ていくのかっていうことが非常に分かりやすいので、ごみ減量にもつながってくるのかなというふ

うに思っています。 

それから武蔵野市もそうなんですけれども、中古の衣類とかね、そういうのもちゃんと町、市がち
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ゃんとホームページで知らせています。これすごく私が焼却のことを考えたのはですね、東京都武蔵

野市の議員さんと御縁があって訪問に行ったことがあったんですけれども、武蔵野市は人口 14 万人、

面積はニセコ町の 10 分の 1ぐらいの広さです。人口密度すごい高いです。1万 3,462 人という人口

密度を抱えています。ところがごみの分別は 10 種類です。燃やすごみ、燃やさないごみと大型粗大

ごみっていうのが、全部焼却処分されてるんですね。これはビデオでも何でも紹介されてますのでね、

分かるんですけれども。ここでは焼却された熱量が蒸気タービンに動かして電力に変えられている。

その電力が近くの施設に送られる。その電気料というのは、私ちょっと今ここに書いてないんですけ

ど、それこそニセコ町の住宅の電力に相当するぐらいの電力が入っているという感じがしました。こ

れ、町の真ん中、庁舎に隣接してるんです。普通焼却炉というのは人のいないところ、離れたところ

でないとＣＯ2の煤塵とかね、灰の問題があるんですけども、ここでは国の法律の基準をクリアして、

さらに厳しく厳しくやって、そして何の問題もないという現在のところ出してるわけですね。これは

すごいなと思って、それでニセコ町でも町で焼却炉を用意できないかなっていう思いがあります。規

模はいろいろとありますけれども、それがプールの温水に使われるとか電力供給にはそれほどなら

なくてもなるのではないかなというふうに思っています。 

それから、まったく脱焼却っていうところが香川県の三豊市なんですけれども、脱焼却を目指して

非常に先進的なことをやっています。調べたら全国すごいいろんなことをやってるんですけれども、

今ニセコ町は約人口 5,000 人で、面積 197.13 平方キロ、人工密度が 25.5 ぐらいなんです。私はニセ

コ町のホームページで古着だとかそういうのを常に利用者の責任でもって取引できるようにすると

か、これ武蔵野市がやってますが、そういうふうにして譲りますとか譲ってくださいコーナーを設け

て、値段をつけて常にホームページでそれを利用してるんです。それでごみの分量は毎年減ってきて

ると言ってます。 

ですから、いろんな自治体でいろんな取組をしているんですけれども、ニセコ町もまずごみの分別

が楽しくなる、負担にならない、そしてシンプルに 10 種類ぐらいに検討する、それがこれからの課

題じゃないかなと思ってます。繰り返しますけど、焼却炉のことも検討する、いろんな選択肢を考え

ていただきたいなと思ってます。ちょっと再質問長くなりましたけれども、またお答えによって再々

質問させていただきます。 

○議長（青羽雄士君）　町民生活課長。 

○町民生活課長（富永匡君）　斉藤議員の再質問にお答えをしたいと思います。 

まず最初の質問で数値目標を決めてはどうかということだったんですけども、それにつきまして

は今後のいろんな計画ですとか、ごみの委員会がありますのでそこに諮りながら目標を定める必要

があるのか、ただ定めるならどのような目標にするのかというのは検討してまいりたいと思います。 

それとコンポストの関係なんですけども、これにつきましてもどういうふうな部分でごみを減ら

していくかという方策としては、検討していくという形になろうかと思います。ミックスペーパー等

の収集については今現在分別して収集をしてまして、廃掃法という法律があって許可したり何なり

があるので、その法律に基づいてできるものなのかどうなのか、現在もちゃんと分別をされてそれが

資源として流れていますので、それについてちょっと確認をさせていただきたいと思います。あと古
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着の回収につきましては今回収をしております。町民センターや幼児センターに古着を置くところ

がありまして、それを交換するというよりも業者に渡してそれがウエスとなって再利用されるとい

うような流れとなっています。 

それから焼却炉の関係ですけども、斉藤議員ともいろいろ話をしていると思いますが、町民の皆様

にごみの処理施設の見学会というのを毎年やってるんですけど、一昨年に西胆振のほうの施設へ行

きました。施設の隣に体育館とかプールがあるんですけども、そこで熱利用したりしていて、あと残

渣が出たものについては資機材としてリサイクルするというような施設になっており、その施設が

昨年リニューアルしたということなので来年またその施設を見学したいなと思っています。斉藤議

員におかれましては、日程が合えば来ていただいて一緒に見ていただくのはどうかなと思っており

ます。 

あといろんな話があったのですが、いずれも検討をしたいと思っています。ごみ処理につきまして

は羊蹄山麓 7 町村でやっておりますので、その兼ね合いもありますので検討していくという流れに

はなろうかとは思います。 

分別の種類を減らすという件に関しましては、今ニセコ町は 50％ぐらいのリサイクル率となって

いますが、実は全国には 80％以上の町があります。分別の種類を非常に細かくすると当然リサイク

ル率も上がるし、種類が少ないとやっぱり下がります。うちがリサイクル率にどこに定めるかという

部分もありますし、斉藤議員の質問中にもありましたように町民の皆様の負担の軽減をするために

はどの程度の分別が必要なのかっていうのもいろいろあります。最終的にはごみの処理をどうする

かっていうところにもかかりますけども、それについても今後検討の課題かなと思っております。 

以上です。 

○議長（青羽雄士君）　斉藤議員。 

要点を突いて簡潔にお願いします。 

○７番（斉藤うめ子君）　全部大事なことです。 

今のお話の中でですね、町民センターで古着だとか集めてるっていうんですけれども、私何度か見

たんですけれども、古着じゃないんですけれどもいろんな、例えば子どものスキー靴だとかそういう

のは一切回収してないっていうふうになってるんですけれども、お持ち帰りくださいと何度か見た

ことがあるんですけれども、それこそそういうために町のホームページを利用して譲ります譲って

くださいのコーナーを各利用する町民の方の責任で設けたらどうかなというふうに私は思っていま

す。全く使えるんだけれども処分してしまう、行き場がなくて処分してしまう、たくさんそういうの

を見たことがあります。 

確かにごみの分別 80％、どこの町村かはっきり教えていただきたいんですけれども、それこそ上

勝町なんかは 100％を目指してやってますけれども、ただごみの分別が 13種類 45 分別なので町民の

負担は重くなっているということで、検討しているというお話も聞きました。それに対して先ほど申

し上げた武蔵野市なんかはむしろ、非常に私が一番心配したのはクリーンセンターの焼却炉ですね、

あれを町の真ん中に建ってて、そして被害というか公害が本当にない。市民からの苦情もない。最近

はそういう発達した、進んだ焼却炉もあるので、なかなかＲＤＦっていうのはどこのところでも、全
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国やってはいますけれども、あまり熱量が出ないとか引受け先がないとかいろんな問題を抱えてい

るので、今すぐそれをやめるとかやめないとかっていうのは難しいかもしれないけれども、検討の課

題になるのではないかなと思っています。 

先ほど申し上げたように、熱量を利用して少なくとも温水プールにするとか、それからこれははっ

きり言われたんですけども、この焼却炉によって蒸気タービンで電気を発電するというのもそれこ

そ環境に悪くない電力を発生させるということで、いろんな考え方がありますのでこのごみ問題と

いうのを今後もっともっと検討していただきたいなと思ってます。だから生ごみの減量とミックス

ペーパーの回収と焼却炉、それからホームページで再利用、リユースするコーナー、その 4つをぜひ

町でも検討していただきたいと思っていますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（青羽雄士君）　富永課長。 

○町民生活課長（富永匡君）　再質問にお答えをいたします。 

まず古着などの交換をホームページ上でっていうことなんですけども、それについては今やるか

やらないかちょっと答えられないんですけども、ただ民間の中でそういう交換するアプリを使って

やることもできますので、そういうものを利用していただくと。古着だけではなく家電製品など要ら

なくなったのでというアプリはあったはずなので。ジモティーですかね、活用していただければと思

っております。 

あと生ごみの関係なんですけども、生ごみの量が多いっていうのは、ニセコ町は事業系を分けてい

ないのでホテルからの出る量が相当数で増えていて、そこの部分を減らすっていうのはなかなか難

しいものかなと思っております。 

焼却施設についてはニセコ町で決めることではないのですが、毎回うちの課の中では検討といい

ますかこういうのがあるねというのを絶えず調査しておりまして、それを羊蹄山麓の広域の協議会

のほうにはどうにかしなきゃいけないということを提言しております。いずれにいたしましても、今

後検討していくかたちになると思います。 

以上です。 

○議長（青羽雄士君）　田中町長。 

○町長（田中健人君）　補足いたします。実例を教えていただきたいということで、リサイクル 8割

を超えた町のお話がありましたが、私たまたまですね、鹿児島県にある大崎町にちょうど今から 3年

ほど前、現地にも行かせていただきました。今最新の情報見てますけども、リサイクル率は令和 5年

度実績で 83％だそうです。人口 1 万 1,000 人ほどで農業が主幹産業のまちだというところでござい

ますが、28 品目でございます。相当町民の皆さん初め御尽力いただいて、このリサイクル率を誇っ

ているという話を私も伺いました。 

1 点だけ補足といいますか、そこで私が聞いた話ですけども、そもそも大崎町においては焼却施設

がない。また、埋立て処分場にする場所がもうないという危機的な状況から何とか焼却をせずに、あ

るいは埋立てをせずに処理する方法がないかということで、町を挙げてこの取組をスタートされた

という話を伺いました。結果的には埋立て処分場も残余年数がひっ迫したところから面積は増えて

いませんが、今もまだ活用されているということです。要は埋立てをする手前で、相当リサイクルだ
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ったり分別を細かくすることでなるべく埋立てをしないという目的のもとこの高いリサイクル率を

誇っていらっしゃるという話を、私もたまたまその町に伺う機会がありましたのでちょっと補足を

いたしました。 

また、焼却の技術が日本では世界に比べても高いという話でしたが、大崎町の方々が言っていた話

ですけども、焼却の施設の数は断トツで日本が多いんですよね。そもそも焼却をしていいのかという

ことについても、世界基準で大崎町については町を挙げてリサイクルのまちだということで、「桜エ

コノミー」ということを掲げてやられているということも私は見聞きしましたので補足いたします。 

一方で、先ほどもありましたけども、ごみの量をどう減らしていくかというところはなかなか今人

口も増えている、あるいは観光を初めとして多くの観光客の方に来ていただいているという中で非

常に矛盾してしまう部分があると思います。もし行政的な取組でごみを抜本的に減らすとなれば、例

えばごみ収集の金額等も今あがってきていますので、ごみ袋の金額を上げていく、あるいは事業者の

方にも少し負担をしていただくような取組があって、ごみの量を減らしていく、なるべくリサイクル

ができるのではないかという議論になると思います。ここについてはいろんな議論あると思います

ので、総合的に判断をして町としてどの方向を目指すかについては検討課題としたいと思っており

ます。 

以上でございます。 

○議長（青羽雄士君）　質問を一時中止いたします。 

この際、議事の都合により、午前 11 時 25 分まで休憩いたします。 

　　 

休憩　午前11時18分 

再開　午前11時25分 

 

○議長（青羽雄士君）　休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続けます。 

7 番、斉藤うめ子議員。 

○7番（斉藤うめ子君）　続きまして、2件目の質問をさせていただきます。 

町民への公平な情報発信について伺います。この問題については以前にも同様の質問をしました

が、これは後で再質問のときに紹介させていただきます。町からのお知らせを町民、住民に等しく配

布することは、ニセコ町まちづくり基本条例の基本原則ではないでしょうか。毎月配布される広報ニ

セコをはじめ、健康づくりに関する検診などの案内、選挙公報などは町内会・振興会への加入の有無

にかかわらず等しく配布されるものではないかと思います。 

自治会の加入者であれば町からのお知らせは配布されていますが、自治会に加入してない町民に

は配布されていないのはニセコ町まちづくり基本条例の基本理念である情報公開、情報共有、住民参

加に反するものであり、条例違反ではないかと思います。 

町長の見解を伺います。 

○議長（青羽雄士君）　田中町長。 
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○町長（田中健人君）　ただいまの斉藤議員の質問にお答えいたします。 

まず、行政推進員による配布の状況でございますが、町内会行政推進員配付、事業所配布、個人郵

送含めまして、1,891 世帯へ現在配布を行っております。また、町内会によっては町内会未加入であ

っても配布を行っているところがあるほか、広報ニセコについては町内の公共施設とコンビニ等に

も設置をし、町内会未加入者にも配慮をしております。 

次に御指摘にあります広報紙、検診の案内、選挙公報などの配布状況についてですが、広報ニセコ

は紙での配布に限らずホームページやＳＮＳなど多様なメディアでも展開をしており、町民に対し

て情報にアクセスできる機会を増やしております。また、検診などの御案内についてはＳＮＳをはじ

め、役場窓口での御案内、近所の人や地区の保健委員さんなどから情報を得て職員が直接その家へ訪

問をし配布などを行っており、より丁寧に情報を届ける努力をしております。選挙公報についても同

様でございます。 

このように、状況によってきめ細やかに対応しておりますが、昨今の利用者の情報取得の傾向や町

のリソース、すなわち人や予算などでございますが、町のリソースも踏まえながら広報ニセコなど情

報の届け方を最適化し、まちづくり基本条例第 3条「情報への権利」「アクセス権」を担保していく

ことが重要と認識しておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

以上です。 

○議長（青羽雄士君）　斉藤議員。 

○7番（斉藤うめ子君）　先ほどこの問題、以前にも同様の質問をしましたと申し上げたんですけれ

ども、大分昔の話なんですけどもね、これ 2011 年度は 12 月議会で、それから 2012 年に一般質問し

てます。これちゃんと載ってるんですけれども、前町長の回答としては「基本原則として情報公開は

原則公開するのが当然である」ということをおっしゃってるんですけれども、こういうことも言って

るんですね。「広報紙の配布は町民が当該自治会に入会が原則であり、非会員は必要なものは役場に

取りに来るのが住民自治であり責任ではないかとしている。非会員でも過去の経緯で配布している

ところもあり、その辺の調整は今後必要と考える。」それで、ここの問題なのは「町内会入会が原則

であり」っていうことをここでおっしゃってるんですね。 

それとですね、これもそうなんですけど、私は不思議だったので続けて質問したんですけれども、

2012 年 6 月の一般質問だったんで大分昔の質問です。それでそのときは加藤事務局長が企画環境課

の課長だったと思いますけれども、片山町長に質問したときに「広報ニセコの配布に関して、ニセコ

町まちづくり基本条例に基づき、情報共有の基本原則を遵守しているものというふうに考えており

ます」っていうふうにおっしゃってます。このときたしか第 2回目のニセコ町まちづくり基本条例の

検討委員会が開かれた後だったんですね 2008 年から検討委員会が始まって、そして結果が出てきた

ときだったんですけれども、そのときに顧問として来てくださった現九州大学法科大学院の田中孝

男先生が指導してくださったんですけれども、田中先生がこういうことをおっしゃってるんですね。

このとき一番問題になったのは、もっと知りたい今年の仕事も町内会に入会しない方は、これもあく

までも町内会に配られてるので、先ほど申し上げたように取りに行けばもらえるということだった

ようなんですけれども、このときこうおっしゃってるんですね。たくさんあるのでできるだけ短くし
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ますね。「こういう情報というのは知りたい人にだけ知らせるというのは民主主義ではない。」ごく最

近だけれども私が聞いたんですけれども、職員の方に広報ニセコとして全戸配布しないんですかっ

て申し上げたら、町民が自治会から抜けてしまうのではないかということなので、町内会に入会して

ない人には配布しないっていうことでした。それに対してやはり田中先生は「役場に取りに来いでは

なくて、役場がお届けする、町として情報をお届けするのが基本ではないか」ということをおっしゃ

っていました。 

これすごく大事なことなので、私が移住してくる前の神戸市でもこれ非常に問題になって、2003

年からなんですけれども神戸市は直接全戸配布になりました。それから、知り合いの九州の市議会議

員さんなんですけれども、やはり自治会を通して今のニセコ町と同じようなやり方をやってきたん

ですけれども、全戸配布するようになったら確かに自治会を抜ける方が出てきたそうなんです。それ

でちょっと会員の入会率が低いということで、悩ましてるということなんですけれども、私は基本的

に町が情報をきちっと町民に平等に届けるというのが原則だと思うんです。町内会の入会とか非会

員であるっていうことは別問題だと思うんですね。町内会はやはり基本的には助け合いではないか

と思ってます。 

このたび選挙で田中健人さんが新町長になりましたけれども、私はこの新しい町政への期待が

1,887 票に出て、そして他の候補者へ投票した 493 票、投票しなかった 32 票の町民の方々が納得い

く町政を進めていくこと、それにはこれまでと違った変化を期待しているのではないかなというふ

うに思っています。それから選挙公報の配布ですけれども、投票率を上げるためには全校配布するの

はもう基本原則ではないかと思っています。今回は急だったせいか町長選はなかったんですね。私も

誰が立候補するのか、もう分からない方もたくさんいたんですけれども、私はこの投票されなかった

方の中には、私もお電話いただきましたけれども、何だかさっぱり分からないからどうしたらいいん

ですかっていうことでした。私は北海道新聞をとってますから新聞を見て、インターネットも探せま

したけれども、一般の方たちはそこまで調べてないというかそういう方もいて、どなたが履行してる

のか分からないという状況の中で投票をしたので投票率が下がったのかなと私は見てます。 

ともかく、町が持っている情報をちゃんと町民に分け隔てなく伝えることは、一番基本ではないか

と思います。その上で町内会の会員が減らないように、私はこの町内会の地域組織というのは非常に

大事だと思っています。これから災害とかいろんな防災問題があったときに、ニセコ町はあんまりそ

ういう今まで大きなことはなかったかもしれませんけれども、この御時世でどんなことが起こるか

分かりませんから、やっぱり隣近所のつながりっていうのは非常に大事なんですね、イメージも大事

だと思ってます。全国で町内会の会員をどうやって増やそうかという試みがいろいろされています。

それを参考にして進めていってもいいんじゃないかなと思います。繰り返しますけど、やっぱり災害

それから防災に対する結束ですね。隣は何をしてる人かっていうことは近所の人が一番よく知って

ますから、情報共有とは別問題として声をかけていく。 

卑近な例ですけれどもね、去年の冬でしたけれども、近所の方いつもそこに住んでないんですけど

も除雪ができなかったんですね、除雪機がないとかで。すぐ向かいの方のお宅に除雪機が置いてある

んですけれども、私のところに相談に来られたのでうちよりもそこの向かいの方にちょっと声かけ



21 

たら除雪機を貸していただけるんでないですかって言いましたら、全然面識はないし知らない人に

声をかけられないっていう答えが返ってきました。こんな大雪の中で自由に声かけられる、そういう

体制が必要かなと思ってるんですけれども、そのためにはそれこそ全員、町内会なり地域のそういう

振興会に加入は大切だと思ってます。これからますます高齢化とかいろんなことでやっぱり地域の

人が一番よく分かりますのでね、そのためのやっぱりいろんな計画とか考えていかれたほうがいい

んじゃないかなというふうに思ってます。 

○議長（青羽雄士君）　副町長。 

○副町長（山本契太君）　情報を共有することと同時に町内会での結束も大事よということだったか

なと思いますが、そこと情報共有することは別だというお話だったと。しかし、ニセコ町は先ほど申

し上げたような方法で現状では情報の共有をさせていただいております。町内会に御負担いただき

ながら広報も含めて配布というかたちをしておりますので、これをなくしてしまうという方向が本

当に進むべき方向として良いのだろうかということは検討しなければならないと思います。 

ただ、届かない方々に対してということですが、それは今はネット社会でもありますから、そうい

うものも駆使して情報を提示させていただいており、それは御家庭にいてももちろん情報にアクセ

スできるということでございます。だんだん携帯電話を持たない方というのは本当に少なくなって

きてると思いますから、ではそういう方々がということになれば、これも先ほど申し上げましたが、

例えば公共施設やコンビニエンスストア等々でも設置をさせていただいて、そういうところにお買

物に行った際にアクセスはできるというようなところについてはある程度網羅させていただいてい

ると思います。 

どのような方法をとったにしても、100％皆さんにお知らせするというのはやはり説明責任がある

ということもございますけども、同時にアクセスしていただくことについても場合によってはスマ

ホを使っていただくですとかそういうようなお手間が必要になってくると思いますので、なお検討

の課題とは思いますが、現状ではやれるべきところは相当に情報共有させていただいているのでは

ないかとニセコ町としては考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（青羽雄士君）　斉藤議員。 

○7番（斉藤うめ子君）　今の答弁をお聞きすると、今までの現状を踏襲していくっていう考え方な

ので、私はもう非常に残念というかがっかりしてるんですけれども、これはね、繰り返しますけど、

基本的には全部いらないという人ももちろんいると思いますけれども、一般に配られている広報の

中にはいろんなお知らせも入ってるんですね。それで、役場だけじゃなくて 7，8か所、コンビニだ

とかに置いていますが、広報誌だけ置いてますね。ほかの情報がなかなか入りづらい。そしてまた最

近は高齢者とは限らないんですけれども、スマホだとかね、パソコンだとか見ないっていう方も結構

多くなってきてます。だから、なぜこういうことに躊躇されるのか、全国的な方向としては地方の小

さな自治体、ニセコ町もそうですけれども、そういうところはまだ現状維持のところも多いかもしれ

ませんけれども、やはりみんな変えてってるんですね。前はこうだったけれどもこういうふうにした、

しなければならないっていう考え方で。ですから、ニセコ町もまず町が発信するものは紙媒体で配る
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ということが私は原理原則だと思っています。 

その上で町内会は町内会で、先ほど言ったように町内会の活性化、入会、要するに町のまるで株組

織のように、大変便利ですのでね、昔からそういう考え方があったと思うんですけれども、そういう

考え方ではなくてやはりまちづくり基本条例を遵守するっていうことをうたってますのでね、それ

はやはり今回ぜひ変化を期待している方たちもたくさんおりますのでね、町長に投票した人もしな

かった人も、それから選挙に行かなかった人も何らかの変化を期待してると思うんです。その一つに

やっぱり情報共有はあると思います。これは基本ですので、もう積極的に来年の 1月からでも検討し

ていただきたいと思ってます。 

○議長（青羽雄士君）　田中町長。 

○町長（田中健人君）　ただいまの斉藤議員の再々質問にお答えいたします。 

情報公開の考え方について非常に鋭い御指摘をいただいているところでございますが、私も以前

は委員という立場でございましたが、ニセコ町では広報広聴検討委員会も運営をしております。情報

発信、広聴機能がどうあるべきかということを有識者の方あるいは、町民の方から御意見をいただく

という機関でございまして、私が就任してから先日も広報広聴検討会議を開催をさせていただきま

した。その中の意見としては、デジタルを活用し紙は極力減らす方向で検討するべきではないかとい

うような御意見もちょうだいしております。 

また、各地区ごと、町内会・振興会ごとによっても御事情が異なるということは非常に受け止めて

いるところでございますが、そういう配布物も負担になるということで何とか紙ありきではない方

法も検討するべきではないかという御意見もちょうだいしております。だからといって紙を廃止す

るという話ではないとは思っておりますが、今まさにデジタル、ＤＸ含めこの議会の運営もデジタル

化が進み、タブレットでという形にもこの数年で変化されたと私は認識しております。今まさにこの

過渡期ですので、どのような在り方がいいのかについては総合的に判断をして今後の方針を進めて

いく必要があるのかなと受け止めております。 

また、こちらは情報発信という意味では少し異なる文脈になるかもしれませんが、私は住民参加、

情報公開の考え方として行政の情報を一方的に発信すること、これを周知することももちろん大切

であります。ただ一方では、先日まで行われたまちづくり懇談会でも御意見としてもちょうだいして

おりますが、町に対して意見をした内容がしっかりと届けられて、どのようにそれを受け止めたかに

ついてしっかり情報を打ち返していく機能についても、情報公開を進めていく上では私は重要な機

能、むしろそれをしっかりとやっていくことが、透明性のある行政運営につながるのではないかと考

えております。 

ですので、1月にでもとすごく強い御期待も含めていただきましたが、今回まちづくり懇談会には

先日の行政報告でもさせていただきましたが、非常に多くの方に御参加いただきました。たくさんの

御意見をちょうだいしました。私がまずすぐできることとして、少し見え方等については手探りなが

らではありますが、従来はいただいた意見を抽出して広報誌に掲載をし発信をしておりましたが、原

則個人情報等の情報を省いた上で、基本的にはいただいた御意見全てを役場のホームページでしっ

かり掲載をしていくという方針で今担当課にも指示をしております。 
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あるいは町のホームページ等から御意見をいただく機会もございます。まだ私が就任してからは

実行に移っていませんが、まちづくりトークといったような場面等でも御要望だけではないと思い

ますが、御意見があったかについて、閉鎖的な場面でやるのではなくてしっかりと町のホームページ

等で発信をしていくという体制にまずは切替えていきたい。ここを一つの変化としてとらえていた

だき、より良い住民参加、情報公開の町としての在り方として目指していきたいと考えておりますの

で、何とぞ御理解いただければと思います。 

以上でございます。 

○議長（青羽雄士君）　この際、議事の都合により、午後 1時ちょうどまで休憩いたします。 

　　　　　　　 

休憩　午前11時48分 

再開　午後 0時55分 

 

○議長（青羽雄士君）　休憩前に引き続き、会議を開きます。 

一般質問を続けます。 

4 番、榊原龍弥議員。 

○4番（榊原龍弥君）　通告に従い、一般質問させていただきます。 

税金の使い方について。令和 7年度のニセコ町一般会計予算は 104 億円と、過去の会計予算や標準

財政規模との比較でも非常に大きな金額ではありますが、定例会・臨時会含め、その後の補正予算に

て総額 110 億円にならんとしています。 

さらにここに来て法定外目的税である宿泊税において、増税となる条例改正を上程されておりま

す。前町長からの予算を引き継がざるを得ない状況も想像できますが、今回の宿泊税については田中

町長自らの判断で追加の財源を要求しているものと理解しています。 

議員として一つ一つの案件について慎重に審議していく姿勢に変わりはございませんが、税金全

般の使い方について田中町長の基本的な考え方を前町長との比較を含めて伺います。 

○議長（青羽雄士君）　田中町長。 

○町長（田中健人君）　ただいまの榊原議員の質問にお答えいたします。 

まず、議員の御質問では宿泊税の制度改正により、ニセコ町の宿泊税が増税となるというような御

指摘も含んでいたかなと思いますが、まずこの点について必ずしもそうではないということについ

ては申し上げさせていただければと思います。今回定率制に宿泊税の制度を改めることにより、全て

の宿泊料金に対して同じ割合で御負担いただく仕組みとなります。これに伴い北海道宿泊税が導入

された場合、一部の価格帯では現行の制度のままよりも宿泊税の負担が減る計算となります。具体的

には 1 泊 1 万円未満の価格帯やニセコ町の主要な価格帯の一部を占める 1 泊 2 万円から 2 万 3,300

円の施設にお泊まりになるお客様が対象となります。繰り返しになりますが、必ずしも増税となる条

例改正という御指摘はそうではない部分もあるのかなというところで、改めて申し上げます。 

それを踏まえた上でございますが、今回の定額制から定率制への変更について、これまで様々な議

論やアンケート等の結果も踏まえつつ、10 月 15 日に開催した宿泊事業者との意見交換会での意見、
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課税手続きの在り方、エリアでの制度の統一化など熟考しながら、総合的な観点で改正を進める必要

があると判断をし、本定例議会において宿泊税の条例改正を上程したところでございます。冒頭では

必ずしも増税ではないということも申し上げましたが、結果としては定額制から定率制になること

で町の財源増加は見込まれます。一方で、財政的にも令和 8年度以降に財政需要の増加が見込まれて

いることもあり、宿泊税は観光に起因する町の様々な課題を解決するために必要な財源であると考

えております。 

なお、令和 7年度の宿泊税については、地域内交通の充実、例えば周遊バスですとかＧＯタクシー

等でございますが、宿泊事業者の環境負荷低減の支援などに活用しているところです。また、宿泊税

以外の財源についても、第 6 次総合計画や第 3 次自治総合戦略などに沿って一つ一つ実施する施策

について協議を進めていきたいと考えているところでございます。 

榊原議員はじめ、議員の皆様に御支援をよろしくお願いを申し上げ回答といたします。 

以上です。 

○議長（青羽雄士君）　榊原議員。 

○4番（榊原龍弥君）　今の町長の御答弁って結構宿泊税に寄った御答弁だったと思ってまして、私

はもう少し根本的な町長の税金に対するお考えを聞きたいという質問の趣旨であったわけですね。

なぜこんな質問をさせていただくかというと、私も含めて町民の一定数はまだ町長のことをほとん

ど知らないと思うんですね、一定数ですね。選挙時点で田中町長を全く知らない人は結構いらっしゃ

いましたし、公表されているデータも少ないですよね。例えば「進学を機に上京したが起業家を志し

中退」というようなことを書いてあったけども、どこの大学を中退されたのかとかそもそも起業家っ

て何だっていうようなことも、割と私はピンとこないと。それからＩＴベンチャーの企業メンバーと

いうことでもあるんですけど、どんなＩＴベンチャーか全然わかんないなとか、ニセコまちだとか御

自身の経営されていた会社での実績とかも一般の町民ってほとんどわかんないのかなと思ってるわ

けなんですね。その中で、何となくすごい方なのかなと思いつつも実際にどういう方なのかなってい

うのは分からない中で、税金全般に関してどういうお考えをされる人なんだろうなと思っておりま

す。その辺にすごく関心があるといったところですね。行政経験がないということはどうでもいいん

ですけれども、所信表明をお聞きしても何となくピンとこない部分が多いかなと思ってまして、これ

全部個人の感想なんですけれども、これらの関心はニセコ町を引っ張っていっていただくという期

待の下にあるわけなんですね。ですんで、関係ない人には関心もないんですけども、そういうことな

んで相場的な言葉もいいんですけれども、具体的な施策一つ一つに田中町長ならではのお考えを見

ていきたいなと思ってる次第でございます。そういった中で、いきなりこういう本会議になってしま

って、具体的な重要案件を審議中という状況ではあるんですけれども、申し上げてきたとおり田中町

長の根本的な考え方について質問させていただくといった次第でございます。 

まず最初に質問させていただいた一般会計については、104 億円や 110 億円とかこの辺については

あまり御答弁いただけてないのかなと思ってまして、6億円上がっただけとかっていう見方もできる

と思うし、町民 1人あたり 12 万円ですよね。当然 12万円以上の幸せが町民に訪れると思って使われ

るんでしょうけれども、逆に計画の見直しとかっていうのも町長変わられたこの時点ではありうる
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と思うわけなんですね。その辺も含めて細かいことはいいんですけれども、予算に対する節度とかっ

ていうのを田中町長の基本的な考え方をお聞きしたいということがございます。 

それから、宿泊税についてはですね、一般財源でやる部分と今回の宿泊税でやる部分との線引きに

ついては明確な考え方をお聞きしたいと思っております。通常であれば観光振興というのは一般財

源でやるべきところがあって、それでどうしてもできないところっていうのに目的税を持ってくる

みたいな考え方があると思うんですけども。この辺はほかの大きな自治体を見ても、その辺の線引き

がされているような気がしてます。 

定額制、定率制については、私の場合は全く問題にしておりません。この件については町側からの

説明では合意形成されてたというふうにお聞きしてまして、それが 11 月の頭だったんですね。この

件について事業者側からは合意がされてると思っていたので、それについては税務課の説明を聞い

て納得いく部分ではあったわけなんです。税務課の説明については何の疑問もないし、そのとおりだ

ろうと思ってたわけですね。ところが 12月 1日にある事業者さんからお話を聞いたところ全く合意

してないと。このやり方はおかしいんじゃないのかなと思って相談がきたということなんですね。内

容を聞いたところ、今まで税務課から説明されていたことと全く違う。事業者さんが話してた内容は

理解できます。それから、税務課が説明した内容も理解できる。それで 12 月 3日に町長、副町長に

直接説明をいただいたわけなんですけれども、事業者の疑問はその席では説明されてないと私のほ

うは思ってるんです。私の段階ではそれは納得いかなかったわけですね。これは私のポジショントー

クとかではなくて、フランクの目線で見ても私が納得できる説明ではなかったということなんです。

ということは、私から事業者に対して説得の説明もできないというような段階になっております。 

その後、ある事業者から副町長とじっくり会談した旨を聞いたんですけれども、これも全く副町長

の説明と事業者の理解というか説明してほしい内容が異なっているということになっております。

その方は選挙において町長に期待してたんだけども、信用できないと言ってるわけなんですね。決ま

れば税金だからきっちり払うけれども、お金の問題ではなくて信用の問題だとまでおっしゃってる。

この事業者さんは私は昔からの知り合いで、自分たちの利益だけではなく、これまでも地元の観光振

興に御尽力いただいてきていると思ってるわけです。論点は町側が考えておられるオペレーション

の問題ではなくて、町税の目的であり使途であるというふうに考えてます。 

そこに田中町長の骨太の考え方があるのかどうかっていうのが、私が理解している事業者が説明

を求めているものだというふうに思っております。 

私もどこかの事業者の主張を代弁する気はないんですね。事実はどうあれ、行き違いが起きているの

は確実であり、これに対して町長は話合いを諦めるんですかってことなんです。部分的な問題ではな

くて、これは町長の根本的な姿勢が問われることだと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（青羽雄士君）　田中町長。 

○町長（田中健人君）　今の議員の再質問にお答えいたします。 

町長のことをよく知らないというお声があるということで、そのようにお声を発していただける

ことにまずありがたいなというところでございます。細かなプロフィール等についてはこの場では

発言することは控えますけども、まず今年度 104 億から 110 億になったという点と税の使途を聞き
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たいという部分について回答をさせていただければと思います。 

私の今の認識としまして、今年度 104 億から 110 億になったという部分につきましても、大きな工

事関係の事業が重なったタイミングであり、次年度以降の予算も同様に 100 何億となっていくとい

うことが前提であるとは考えておりません。ただし、一方では今ニセコ町自体が先ほども申し上げま

したけども、人口が増加している、あるいは事業者の数も増加をしている。これだけ観光事業もある

という意味では、引き続き歩みを止めずに適切な場所に是々非々で判断をして、行政として手当てを

するべきところに手当てをしていくという姿勢を、まず私の税の考え方総論ということでございま

すが、お伝えを申し上げたいというところでございます。 

○議長（青羽雄士君）　山本副町長。 

○副町長（山本契太君）　事業者の皆さんとの理解・信用の問題というお話をいただきました。論点

はオペレーションではなく目的であり使途であるというようなお話だったかということ、そしてそ

の話合いを立ち止まらずにやめてしまうのかというようなところがお話の趣旨かなというふうに捉

えております。 

まず使途という意味につきましては、この宿泊税は昨年の 11 月からスタートさせていただいたと

いうことがまずそもそもの基本でございます。その基本の部分では、六つの柱を立ててこのような形

で活用していきますというお話をさせていただいたと。ただ、そこの細かないろいろな事業の積み上

げが今回の 3％になっているのかということを問われているのかなというふうに思いますが、ここの

部分については今鋭意皆さんからのお話を聞いたり、事業者さんのお話も聞く中で、使途については

少しずつ固めていっていると。ただ直近ですぐにやらなければならないという意味においては交通

事情の問題がありますので、そこについては先駆けて実施をさせていただきますということについ

ては、議会の中でもお話をさせていただいたところでございます。 

遡って、もともとの宿泊税を立ち上げたという部分については、宿泊事業はニセコ町にとって産業

の両翼の一つでありまして、大切な本当にありがたい事業でございます。農業と観光の町とずっと前

から言っているところでございますから、そのうちの一翼を担う観光事業だということで大事な事

業であります。 

それから、観光が隆盛してたくさんお客さんが来ていただくことによって、なんていいますか利点

といいますか、様々な良い部分がニセコにはたくさん発生をしていると。例えば雇用が生まれている

ことも含めて、ニセコの人口の減少になっていないということについては、観光事業が下支えをして

いるということは皆さん御承知のところかと思います。そこについては数字では表せない部分も含

めて、相当な恩恵があるということは町も理解しております。 

同時に、様々な行政コストも上がってきています。当たり前でしょうけど、お客さんがたくさん来

るということはごみもたくさん出るということでございますし、例えばでございますが、救急の体系

につきましてもニセコ町は 5,000 人の町に比しては消防の職員の人数も多く配置しておりますが、

それでも冬になると相当な数、これは他の観光のない町、スキー場のない町から見ると相当な数の救

急もございます。そういう様々な行政コストが高上がりになってきている中で、そこにそのまま宿泊

税を今導入するという考え方ではございませんが、将来的にはあるかと思いますけども、そういう状
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況ではありませんが、そこにかかっていくコストということを考えていくと観光部分に捻出してい

くお金がなかなか捻出できない状況が生まれてきつつある、将来的にはもっとそれが広がるだろう

と。そういう中で、宿泊税導入の決断をさせていただいたというのが昨年の 11月のスタートという

ことになります。 

そのような状況の中でまずスタートをさせていただいて、そのあと 3％に変えると。3％に変える

ことについては、議員におかれましてはそこには何の問題もないんだということでお話をいただい

たかと思いますが、 

（何事か声あり） 

ちょっと違うかもしれません、それは後で訂正させていただきたいと思います。 

北海道が宿泊税を上乗せして実施をしてくるということについては、私どもは当初から反対をさせ

ていただいていました。ですが、そこはやっぱりやるということで決められたので、それは課税自主

権がございますので北海道が実施するということを法的に止めることはできませんが、実施される

となったときに定額制・定率制の並存というのは我々としては無理だろうという判断の中で、最初は

定額制を選択をさせていただいたと。これも定率から定額に変更させていただいて、定額制で実施を

スタートしました。このとき北海道税が入ってくるということでございますので、宿泊事業者の皆さ

んにオペレーションとして、一番スムーズな方法としては我々が 3％を徴収させていただいた上で、

我々サイドで北海道税についても計算をさせていただいて北海道に納入するという形が一番スムー

ズにいくだろうという形でやらせていただいたということでございます。ちょっと質問の趣旨から

ずれてるかもしれませんが、そういうような形でございます。 

それから宿泊税の 3％ということにつきましては、実際に今積み上げていく中で 3％が必要なんだ

ということではなくて、かかる行政コストはたくさん出てきているわけですが、宿泊事業者ではなく

て宿泊者のお客様からいただくという部分については 3％が限度だろうということで、そこは設定を

させていただいたということでございます。使途については、今後も交通の関係だとかいうことにつ

いてはある程度決め打ちでさせていただいてる部分もすでにございますが、それ以外の部分につい

ても御意見をいただきながら使途を固めてまいりたいと考えておりますので、話合いをやめるとい

うことはないものと考えております。 

以上です。 

○議長（青羽雄士君）　榊原議員。 

○4番（榊原龍弥君）　ただいま町長、副町長から御答弁いただいたんですけれども、今の説明で我々

が納得をして事業者を納得させられるか、町民に御納得いただけるかという部分についてはいくつ

か懸念が残ってます。それから最後に副町長が言われたように、話合いを諦めないとすれば、例えば

これ議決した後でまだまだ話し合うっていう話になるのかなっていうのも少し思ってて、話がちょ

っとばらついているのでもう少し質問させていただきます。 

結局一般財源とのすみ分けってどこに引くのかなって言ったときに、例えばいろんなことで矛盾

が起きてくると思ってるんですね。行政コストが増えるだろうっていうのは観光客増に伴う部分も

ありますけれども、そうじゃなくて全体の社会的コストが上がってくるっていうことは十分考える
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わけですよね。その中で今出たのがごみとか救急とかっていう問題が出ていて、これは統計的に分け

られるはずだと思ってるんですね、増えた分がいくらぐらいだからここは宿泊税を充当するとか。こ

れはすごく分かりやすいところなんです。計算によって自動的にやるのであれば、町長がそういうふ

うに進めればいいし、ただ、観光振興とかっていう問題になってくると、これって結構微妙だと思っ

ています。観光振興って別に町がやってくれなくても俺ら自分でやるよって思ってるとこ多いわけ

ですよね。 

冒頭に町長が御答弁いただいたんですけども、これは明らかに僕は増税だと思っています。それは

結果的な徴収額が増えるから。1.5 倍なり 1.6 倍という試算が出てるわけですよね。だからこれはさ

っき副町長が言われたように 3％に納得しているというものではなくて、2％でも済むんじゃないの

っていうような見方もできるわけなんですよ。この辺は特に突っ込みがございません。それで、観光

振興の問題とは別だけどごみとか救急だとかっていう問題を誰が協議するのかといったときに、観

光審議会じゃないわけですよね。観光審議会の今のメンバーにはその辺のスペシャリストっていう

のはいらっしゃらないと思うし、観光審議会のメンバーも前回より減ってますよね。この辺もどうい

う意図で減っているのかよく分からないという意味では、どこでどういう審議がなされるかってい

う点についても非常に不明確な部分があるなと思ってます。 

町長が是々非々とか、副町長は皆さんのお考えを聞きながらとか協議しながらと言ってますけれ

ども、そういう意味ではもう少し根本的な部分を確認したいなというのが質問に一貫して通ってる

考え方です。これ再々質問で最後になってしまうので、私もそうですけども事業者さんや町民に対す

る最後の説明だと思って、何か一言いただければと思います。 

○議長（青羽雄士君）　山本副町長。 

○副町長（山本契太君）　増税という部分については、やっぱりちょっと違和感がございまして、3％

の中に含まれてる北海道税は増税、これは間違いないということでございますが、全体費用としてニ

セコの税金が上がる、確かにそれもそうです。ただ、先ほど町長から申し上げましたように、宿泊者

お客様一人ひとりで見れば、おおむねですけれども低価格帯の宿泊をされる皆さんについては、ニセ

コ町側が定額で実施していたときより定率になったほうがニセコ町部分の税金については下がると

いうことも含め、全体としては金額が大きくなるけれども、泊まるお客様個々では下がる方もいらっ

しゃるということことなので、私どもとしてはそこは増税と言い切れるものではないのではないか

という考え方でございます。 

それから一般財源とのすみ分けという部分については、将来的には増額する行政コストに充てて

いくということがはっきりすればそういうことをしていくということもあり得ますが、現状におい

ては増えていく行政コストに対して観光振興に資する予算を捻出しづらくなってくるということが

ありますので、その捻出しづらくなる観光振興に対する予算を宿泊税で賄うかたちで考えていると

いうことなので、すみ分けはできるしさせていくというふうに考えているところでございます。 

○議長（青羽雄士君）　鈴木課長。 

○税務課長（鈴木健君）　私も今いろいろ伺っていたお話の中で、私の立場としてどういうふうなお

話をしていいのかっていうところをちょっと考えながら、今もなかなか整理はついていないんです
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けれども、令和 5年 3月から税務課が宿泊税の主管業務として引き受けることになりまして、かれこ

れ 3年弱経ちました。この間、議員の皆様に対しては全員協議会のなかで政策案件説明会ということ

でたしか 7回、宿泊税の導入の趣旨、使途、制度も含めて、皆様の貴重な時間をいただきながらいろ

いろお話をさせていただいたかと思います。今回北海道税が導入されることによりまして、これから

ニセコ町はどういった形で進めていくのかっていうお話も含めて、今年の 9 月から 3 回全員協議会

を開催させていただきました。非常に長い時間ちょうだいしまして、延べ 3時間超宿泊税に関して全

ていろいろな制度ですとか使途ですとか考え方も含めてお話をさせていただいたつもりではござい

ます。なかなか私どもの説明も拙かった部分もありまして、今いただいたお話の中には、町の方、私

どもとしてお伝えし切れてなかったのかなっていう部分があったところは、なかなか忸怩たる思い

ではございます。 

まず使途ですとかそういった部分に関する基本的な考え方は、今回制度を定額制から定率制に改

めることに関して何ら変わってはございません。それは前回 12 月の政策案件説明会でも御説明した

とおりでございます。もうひとつ、少しシンプルにお話をしますと、行政需要ですとかいろいろなお

話をしてちょっと話があっち行ったりこっち行ったりしてとっちらかるんですけども、ニセコ町の

財政的に自主財源で全部賄えてないのは皆さん周知のとおりかと思います。財源としてはあるにこ

したことはないんですが、何ぼでも取りますという話ではございません。まず宿泊税を納めていただ

くのは、ニセコにお越しいただいてお泊まりいただくお客様です。御負担いただくのはお泊まりいた

だいたお客様で、その方に対してニセコ町が提供するいろいろな行政、サービスとは言いたくないん

ですが、先ほど申し上げたごみですとか救急ですとかそういった部分も含めて、皆さんをお迎えする

にあたっていろんな部分で実際の定住人口以上のコストがかかってる部分はあるのは確かです。 

ただそれに関してどうのこうのと申し上げるわけではなくて、相当分というかそういった部分で、

見合い分の御負担をいただくと同時に、いただいたお金の使い道についてはまたお越しいただける

ように、より良い観光地づくりに使うというのが根本的な観光目的税の考え方です。一般財源という

御指摘の考えが私としてはどういったお考えなのかっていうところなんですけれども、基本的に一

般会計に入ってくるお金であって、一般会計の中から支出するお金なので一般財源なのかなと思う

んですが、もしかしたら基金に積んでそこから全部使うとかっていうお話なのかもしれませんが、宿

泊税は目的税です。入湯税と同様に目的税、法律で定められている仕組みで目的にしか使えないとい

うことで、そこの目的をどうするか。まず大まかな考え方としては、今回一部改正はさせていただい

ておりますが、宿泊税条例第 1条に書いてるとおりの目的に使います。癒やしのリゾート地として、

持続可能な、さらに町民生活と調和した生活、観光地づくりに充てるために使うお金です。 

細かく交通ですとかそういった部分のことについては、繰り返し申し上げてるとおり、毎年観光関

連の事業者さんですとか宿泊事業者さんに集まっていただいて、どんな観光課題があるのかこれか

らどういうところに投資をしていくべきなのかといった部分の話合いを重ねて、それを予算案とし

て計上する、その予算案に関して議員の皆様にお諮りをするという流れで、その使い道を決めていき

ます。そこに関してニセコ町の宿泊事業者さんなり経営者さんの意見を受入れないというような、そ

ういった思いをさせてしまってるのは申し訳ないんですけれども、決してそうではないということ
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は繰り返し政策案件説明会の中でも、お話をさせていただいたつもりです。なので、そこについては

特定の事業者さんの意に沿った使途になるかどうか分かりません。ただ、ニセコ町の観光地づくりと

して、観光客が増えることによって町民の皆さんに我慢をさせることがないっていうことも含めて、

そういった部分の使い道を毎年毎年皆さんとの協議の中で使い道を決めていく、その仕組みについ

ては全く揺るがないという部分だけ御理解をいただければと思います。これはもう何度も繰り返し

申し上げておりますが、ちょっと伝えた方が悪くて、そこら辺のお話はなかなか伝わってなかったか

もしれません。 

ただ、これも申し上げましたが、このような小さな町で独自な税金をつくるっていうのは相当の覚

悟が要ります。その覚悟を実現するための柱は、税の仕組みとして揺るぎなく不正がなくきちんとし

たもので税として存続しうること、もう一つは使い道が皆さんにとって納得しうること。この両輪が

あってやっていくことなので、今までがどうのっていうことではなくて、これからその使い道を皆さ

んにぜひ話し合っていただきたい。そういった部分で、僭越ですがこれからもどうかその制度が変わ

ろうが変わるまいが、宿泊税の仕組みに関してはそういうものだという御理解をいただいて、ぜひど

うぞその人に関してはいつでもどこでもお話をしていただければ、恐らく私も含めて担当部署のほ

うでそれを一緒に考えていくというのがニセコのまちづくりではないのかなと思っております。非

常に僭越な話にもなりましたけれども、どうか御理解をいただければと思います。 

以上です。 

○議長（青羽雄士君）　馬渕課長。 

○商工観光課長（馬渕由香君）　補足させていただきます。 

先ほど町長、副町長、税務課長からも説明があったとおり、当課に事業者様からいろんな御意見が

今年においても 6月から始まり 11月まで直接あったり、来られない方のためにオンラインフォーム

での意見の受付けなどで丁寧に聞いてきているところでございます。これらの仕組みについては、今

後も継続させていただきたいと思ってございます。 

また、御質問にありました観光審議会の人数の減については、昨年度までは 13 人の審議委員さん

がいらっしゃいました。今年新たに募集をかけまして 9 名となってございます。この人数の減です

が、もともと募集をかけてこなかったというのもあるんですけれども、13 人と人数の多い中で観光

審議会の委員さんの発言の時間が短くなったりですとか、議論の進路があまりよくなかったりとか

というのもありましたので、このたび 9名とさせていただいたところであります。これは人数を少な

くして意見を少なくしたいのではなく、逆に話合いの中身をもう少し深めて皆様の御意見をいただ

きたいという思いから、9名としたところでございます。 

○議長（青羽雄士君）　田中町長。 

○町長（田中健人君）　重ねて、最後に補足をさせていただきます。 

町長としての姿勢はどうかということについても御質問もあったかなと思いますので、改めて申

し上げたいと思います。この宿泊税に関しては、私の当然就任以前からいろいろな検討経緯があった

というふうに認識をしております。もちろん宿泊税の使途については、定額であろうが定率であろう

がその目的については揺るがないものだと先ほども税務課長からもありましたが、私もその認識で
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ございます。 

一方で私の就任してからの変更といいますか、大きな舵取りということでその姿勢についても問

われておりますが、そもそもこのスタートの時点では定率制でニセコ町はいくべきだという議論が、

いろんな場面いろんな会議の中でも検討があった中で、定額にならざるを得なかったといった経緯

経過、そして私自身も説明会には参加もさせていただきました。あるいは町民懇談会等も含めてです

ね、町民あるいは事業者の方も含めて、多くの方々からこの御意見についても投げかけをさせていた

だきました。その中で、もちろん全員が全員、いい悪いというものは起こり得ないものだと思います

が、私の中では決して定率にするべきだ、本来そうだったからそのほうが望ましいといったような声

のほうが私としては肌感覚としても非常に大きい、むしろ期待してると。 

先ほど議員から事業者の方が観光プロモーションについては行えばいいものであって、行政が関

与するものではないのではないかというような趣旨の御意見をいただいたと思いますが、例えば今

観光審議会で議論してる使途についての案として、町道部分あるいは町道以外の道路も含めて冬の

渋滞交通になっている部分の緩和、事故を防ぐための措置としてロードヒーティングを導入してみ

てはどうか、もちろん導入ののち町道についてはランニングコストも含めてかかるものですので、す

ぐやろうという判断にはしっかりと皆さんの御意見を聞く必要もありますが、そういったような公

共性もあるような政策については一事業者、特定の事業者だけが観光振興のために何かできるとい

う分野ではないと私は受け止めております。 

ですから、今ニセコもこの冬を迎えて、ありがたいことに多くの観光客の方に来ていただいており

ますが、またその方々が冬以外の季節も含めてニセコに行きたいなと思っていただけるような取組

みを町としてしっかりと、財源として手当てをしていく。それが私は宿泊税だと認識をしております

ので、この姿勢については繰り返しですけど申し上げたいところです。同時に今回選挙を終えてこの

立場に立たせていただいておりますが、ニセコというこの高い知名度、ブランドはあるものの、一方

では住民からすると暮らしにくいといったような声も切実な声として上がっています。それをしっ

かりと受け止めて、私はこのニセコの高い知名度を生かして町政運営に反映をしていきたいんだと

いうことを最も力強く申し上げさせていただいた次第です。 

もちろんこの宿泊税を町民のためだけに使うという意図ではないですが、しっかりとニセコの今

のこの現状を踏まえて、まさに是々非々で判断をさせていただいたというのがこの宿泊税の議論で

あるということを最後に補足をさせていただきます。最後は町民のあるいは事業者も含めてでしょ

うか、代表である議員の皆様に今回条例改正ということで上程をしておりますが、御審議いただいた

結果がある種の民意だと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（青羽雄士君）　榊原議員、何かありましたら特別に発言を許可しますが。 

○4番（榊原龍弥君）　ありがとうございます。 

ちょっと答弁がいろいろ長かったんですけども、まず副町長の答弁としては必ずしも増税でない

っておっしゃいましたよね。減税になる方もいらっしゃるけれどもトータルでは増税だったら増税

じゃないですか。それ、すり替えだと思うわけですよね。だってトータルで増えるのは減税というん

ですか、税務課長。 
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税務課長の言ってる話も分かります、もちろん。でもね、払うのは事業者じゃなくて宿泊者だって

言ってますけど、宿泊者が 3％の売価を変えられるとしたら、それって経営はすごく楽ですよね。3％

上げて、例えば 10 万円が 10 万 3,000 円なると。それでも売上げは変わらないのなら、事業者が 10

万 3,000 円平気で上げるんじゃないですか。今回 3％入ってくることによって 10 万 3,000 で売らな

きゃいけないけれども、そのうちの 3,000 円を取られてしまうという意味ではね、この 3％は大した

もんではないというのはちょっと発想としてはどうなのかなというふうに思います。 

その微妙なせめぎ合いの中で、それから観光にも予算あるわけですよね、それ特別税を使わないで

も観光に一般的な予算はあるわけですから、それをあえて目的税を使うっていうことについてはそ

の部分での線引きが必要ではないのかなという意味です。でいけば、税金でやらなきゃいけない部分

もあるし、事業者独自でできる部分もあるっていう中でのせめぎ合いだと思っております。 

いろいろ説明をお聞きする中で、今反論させていただいたちょっと誤ってる解釈じゃないかなっ

て私が思う点に関しては指摘させていただきました。後については大体皆さんが言われてることは

全部理解しています。ただし、それを理解してないというか納得いかない事業者がいるということに

ついて、その理論の延長には納得いただけないんじゃないのか、もう少しお考えいただけないかとい

うのが今回の一途でございます。どうか納得いただけない事業者が悪い、少数派なんだというような

考えに至らないでいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（青羽雄士君）　鈴木課長。 

○税務課長（鈴木健君）　ありがとうございます。そうですね、ちょっと水掛け論になってしまうん

ですが、皆さんの感覚で言うところの増税と私どものというところがあれなので、そこの議論はもう

あれですが、税の増収はありますけれども、あと 3％というのはニセコ町税だけではなくって北海道

税も含まれることから、ニセコ町税としては実質的に推計上は 2％強になります。その部分の残りは

北海道税になってきますので、ちょっとそこだけ御理解をいただければと思います。 

一般財源という先ほどのお話なんですけれども、何ていうんでしょう、一つの事業では宿泊税しか

充てないという事業の縛り方をしていいのかというところがあって、現状ニセコ町の観光振興予算

っていうのは、恐らく今当初予算で観光費だけで 3億円ぐらいあったかと思うんですが、それに対し

ましてニセコ町の昨年度の宿泊税収は 1億 2,800 万円です。なので、これは宿泊税しか充てませんと

かそういうことではなくって、観光地づくりとしての観光振興経費の中で、その予算の中の財源とし

てとても有効な真水といいますか、今までが交付税とかでは全く措置されてこなかった。私どもが宿

泊事業者の皆さんたちに御苦労をおかけして集めていただいた、そういった財源を充てられるとい

う考えであって、そこで何か線引きをするっていうこと自体が果たして合理的なのかどうか。 

あと、よくそれは自治体によって差があるんですが、宿泊税の税収を完全に基金に積んでしまう自

治体とこういった私どものように、うちも基金条例をつくりましたけれども、普通の観光予算の中に

入ってくるっていうところといろいろあるんですが、そこは自治体経営としての考え方の違いには

なってくるかもしれません。そこはちょっと私が踏み込むよりも財政的な考え方になってくるんで

すが、逆に基金に積むっていうことのよしあしもありまして、そういったことよりは先ほど申し上げ

たようなそのときそのときの観光課題に機動的に使える、そういった部分に機動的に使途を充てら
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れるということであれば、個人的になんでも基金に積んでしまうですとか、これは全部宿泊税じゃな

いと使えませんというような線引きをしたほうが、かえって皆さんに対して実効性のある使い道に

はならないのではないのかと。私は財政担当じゃないのでもしかしたら考え方が違ってたりするか

もしれないので、もし必要であれば後で補足いただきますけれども、私が説明する中ではそういった

考えを持って今までやらせていただいたところです。 

○議長（青羽雄士君）　次の質問に移ります。 

3 番、高木直良議員。 

○3番（高木直良君）　通告は 3問させていただいてます。 

第 1問目であります。熱中症等防止対策としてのエアコン設置助成制度について。今年の 6月から

8月の平均気温は統計開始以来最高水準。全国で猛暑日（最高気温が 35℃以上）が過去最多となり、

余市や倶知安などの観測点でも平均を大きく上回る真夏日が続きました。環境省の暑さ指数（ＷＢＧ

Ｔ）でも「厳重警戒」レベルの日が複数週にわたり観測されています。その結果、熱中症による救急

搬送件数も全国で 10 万人にのぼり、ニセコ町でも搬送事例が 3件ほどあったと聞いております。 

ニセコ町内の公共施設では、この間の予算措置でエアコンが整備され、個人住宅でも設置する方が

増えております。新設する高校寮や公営住宅にも設置されていきます。こうしたもとで、設置に伴う

経済的負担に対応できない世帯に向けて、何らかの助成制度を新設すべきと考えますけれども、いか

がでしょうか。 

○議長（青羽雄士君）　田中町長。 

○町長（田中健人君）　ただいまの高木議員の御質問にお答えいたします。 

近年の石狩、空知、後志地方の熱中症警戒アラートの発報回数でございますが、令和 7年 2回、令

和 6年 0回、令和 5年 4回、令和 4年 0回、令和 3年 4回となっており、消防ニセコ支署の熱中症に

よる救急搬送回数は令和 7年 3件、令和 6年で 5件となっております。また、近隣の気象観測データ

によると、6月から 8月の平均気温は昨年度はやや低いものの、一昨年は本年と同水準となっており

ます。しかしながら過去 10 年まで遡って推移を見てみると、高木議員の御指摘のとおり平均気温が

少しずつ上昇している動きが見られます。 

この動きを受け、特に盆地に位置し夏場の気温が高くなる道内の自治体、その他の数市町村では、

体力的に弱い高齢者世帯を対象としたエアコン設置費の一部を補助する事業を始める自治体も出始

めているところです。高齢者熱中症対策を目的としたエアコン設置補助事業に対しては、現在国や道

の支援制度がなく、全て町単独の予算で実施しなければならず、当該事業に充てられる財源があるか

どうか調査をするほか他の道内自治体の動きや今後の気象状況の変化などを見据えながら、総合的

に判断してまいりたいと存じます。 

なお、すぐに対応可能な熱中症の対策としましては、町内で設定しているクールスポット、これは

エアコンが設置されている公共施設や休憩可能な民間施設を示しますが、その御案内や利用促進の

周知、対象スポットの拡大、そのほかにも家庭で実践できる熱中症対策等の広報を通じて熱中症予防

を図ってまいりたいと思っておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

以上です。 
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○議長（青羽雄士君）　高木議員。 

○3番（高木直良君）　再質問させていただきます。 

今地球規模での温暖化によって夏の猛暑が普通になっておりまして、「酷暑」という言葉も普通に

今使われております。そのぐらいの状況です。今後北海道でも昨年並みの真夏日の発生が予想されま

す。また、事業所や学校、店舗等では暑さ対策として、快適な環境を整えるという意味でのエアコン

設置が進んでおります。 

一方でこの酷暑の中で熱中症を発症する事例が増えておりまして、その熱中症の対策としてのエ

アコンの設置が求められている、こういう状況だと思います。夏場の熱中症と聞くと日差しの強い屋

外で起きると連想しがちですけれども、実は 4割は室内で発生してるという状況です。消防庁により

ますと、搬送された人の中で目立っているのはやはり高齢者 65 歳以上の割合です。2024 年、去年の

段階では 57.4％、約 6割という数字が出ております。もともと体調の悪い方や高齢者の熱中症発生

の危険が高い、これらの方はあまり外に出ない方が多いんですよね、体調が悪いしということで。 

先ほどお話があったクールスポットに退避するということについては私も提案したことがあるん

ですけども、これを活用するというのは外を歩いている方がたまたまこれは大変だっていうんで一

時的避難すると。こういう役割も大事ですから、箇所を増やすということであればぜひ進めていただ

きたいと思います。 

しかし、在宅の中に熱中症を発症する事例が多いということなんです。ですから、こういった高齢

者の健康あるいは高齢者じゃなくても病弱だったり、障害を持ってる方がいらっしゃいます。そうい

う意味では、健康対策あるいは福祉の側面ということからも何らかの助成制度を、町単独で大変かと

は思いますけれども、検討する余地はあるのではないかと思いますが、改めてお聞きします。 

○議長（青羽雄士君）　重森課長。 

○保健福祉課長（重森省宏君）　高木議員の再質問にお答えさせていただきます。 

高木委員の御指摘のとおり、高齢者の方だとか体力が落ちてる方とかっていう方の熱中症のとこ

ろは大変危惧するところでございます。町長の答弁の中でもございましたが、今詳細まで調べている

ところなんですけどざっくりとした件数でいきますと、65 歳の単身者もしくは二人世帯というのは

400 件以上 500 件弱ぐらいの件数があります。それ以外に障害をお持ちの方も 100 から 200 件あった

りというところでございます。 

今実際盆地だとか道内でも気温が高くなるところで、高齢者の熱中症対策ということでエアコン

設置の補助制度を設けている町村につきましては、例えば上士幌町だとか歌志内だとか道内でも夏

場気温が上がりやすいところとか、道南のほうの上ノ国町といったところで補助制度を設け始めて

るところがあるというような状況でございます。そこの制度のやり方でいきますと、大体 1戸あたり

5万円、7万 5,000 円というような補助制度を設定してるようでして、先ほどのニセコ町の件数で想

定すると数千万円の直接の町の支出も必要になってくるのではないかというところです。そこに充

てる財源も含めて検討しなければならないというところも大きな課題であると思います。 

あと御質問の中でもあったんですけれども、設置対象の方については例えば経済的にちょっと余

裕のない方の場合、設置した後に増える電気量だとか、設置するためには電気の基盤ブレーカーなど
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の工事も含めると 15 万から 20 万とかかってきますので、そういう残りの負担をどうするのかとい

うところの問題も出てくるかと思います。そういったところも含めて、補助を受けて取りつけた人が

持ち切れるのかどうかというところも含めて、総合的に検討してまいりたいと思っております。 

直接的な熱中症対策としては、暑い中でも涼しく過ごす過ごし方だとかそういったところの啓発

にももっと力を入れて、熱中症予防というところも推進していきたいと担当課では考えております

のでよろしくお願いいたします。 

○議長（青羽雄士君）　高木議員。 

○3番（高木直良君）　検討していただくということでありますけれども、費用の問題を考えると例

えばスポットクーラーというのがございます。スポットクーラーの弱点というのは、同じ部屋の中に

冷やした分の熱が出てしまう。その熱を出すためには窓に管を通して外に出さなくちゃいけないと

かいろいろ面倒なことはあるんですけども、値段は安いということで要望された住民の方は、町の負

担も考えてスポットクーラーぐらい何か補助していただけないかというような要請をしたというふ

うに聞いております。そういう意味で、いろいろ財政面も含めて総合的に検討ということであります

が、ぜひ進めていただきたいと思っております。 

今年の 6月 1日から、国は職場の熱中症対策を義務化しております。とりあえず職場に対してです

ね、職場での熱中症リスクはこれからは下がっていくとは思いますけれども、反面一般住宅において

のリスクは高まっていくかもしれない。今の温暖化の状況がすぐ止まるわけではないし、むしろ厳し

くなっていく状況が考えられます。そういった意味からも、ぜひ具体化に向けて、一層具体化が進む

ようにいろんな事例も研究してやっていただきたいと考えておりますので、何かお考えがあればよ

ろしくお願いします。 

○議長（青羽雄士君）　重森課長。 

○保健福祉課長（重森省宏君）　高木議員の再々質問にお答えさせていただきます。 

いろいろ御提案いただきまして大変ありがたいと思っております。高木議員の再々質問でもあり

ましたスポットクーラー、あと商品として引き戸の窓につけるウィンドウエアコンというものがあ

るということも内部では検討中ではありまして、その設置もあり得るのかなという意見もありまし

た。 

ただその中で、先ほどの申し上げたように経済的にちょっと困窮してる方、ニセコ町の公営住宅で

比較的安いところに入ってる方の割合が多いのかなという話もありました。建物の構造上古い基礎

のものでつくっているので、例えば室外機を置くスペースが確保できない構造になっていたり、そも

そも壁に設置できるような耐久性がない可能性もあるので、壁につけるエアコンがつけれないとこ

ろにはそういうスポットクーラーも考えられるのかなという案もありました。 

ただその反面、先ほど私のほうのお話をさせていただいたようにランニングコスト、スポットクー

ラーやウィンドウエアコンについては通常のエアコンよりもはるかに電気代が高いということで、

使ってる方々の話によると夏場 1 か月で 1万円以上電気代が上がるという話もあり、つけたはいい

が使えないというように実質的な問題も出てくるのではないかという意見もありました。そういっ

たものも含めて、どういう熱中症対策がいいのかというところを検討してまいりたいと考えており
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ます。 

○議長（青羽雄士君）　次に移ってください。 

高木議員。 

○3番（高木直良君）　続いて 2問目、質問させていただきます。 

泊原発再稼働への意見表明について。鈴木直道北海道知事は先月「泊発電所 3号機の再稼働につい

て、道議会や関係自治体、道民の皆様の声などを踏まえ、総合的に判断していく」として、北海道電

力と安全確認協定を締結している後志管内 16市町村長に意見提出を求めました。 

これに対しニセコ町は、「避難計画」の懸念と要望を具体的に記載した以下のような回答を提出し

ております。一つは「ニセコ町において現在設定されている札幌市白石区のへの避難経路だけでは十

分とはいえないと考えます。また、札幌市も汚染地域となり得る可能性もあることから、避難先にお

いても地域住民にとって被ばくの恐れや、さらなる 2次避難の恐れが拭えないと考えるため、少なく

とも多様な避難ルートの設定や避難先の見直しを進め、より現実的な避難場所や避難ルートの策定

が必要。」また、これは部分的に取上げてますけども、「国内外の観光客が常に即座に理解し、行動で

きる取組みが急務と考えていますので、観光客向けの原子力防災に尽力してほしい。」「町内の対策で

は十分な避難場所の確保は難しく、広域で議論していただく必要がありますので、早急に広域連携の

体制づくりを進めていっていただきたい。」こうした回答をしてます。 

私は、他の自治体と比較しても非常に誠実で丁寧な意見だと評価しております。その上で大事なこ

とは、これに対しての道からの有効な見解や回答は示されていない状況である限り、「拙速に稼働す

るべきではない」ということを町長として町として表明すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（青羽雄士君）　田中町長。 

○町長（田中健人君）　今の高木議員の御質問にお答えいたします。 

今回の意見徴収についてでございますが、再稼働に対する賛否を問われたものではないと受け止

めております。ですので、再稼働の同意について内部等で議論をしっかりとできていないという状況

でございます。そのため、現時点でその立場を表明する予定はございませんが、意見書の文面にもあ

りますとおり、町としては以前からＵＰＺ地域への同意、拡大を要望しているところでございます。

これは単なる従来の距離に基づいた同意自治体を決めるのではなく、東日本大震災の教訓をもとに

範囲を設定すべきであり、同意町村の範囲の設定の考え方を見直す必要があると考えております。ま

ずはこの同意プロセスへの参加を進めてまいりたいと考えておりますので、御理解のほどよろしく

お願いいたします。 

○議長（青羽雄士君）　高木議員。 

○3番（高木直良君）　今お答えになったような趣旨は、中心的には防災担当のほうから原文を作ら

れたと思いますけれども、避難計画の不備というところに特化した意見を提出しております。道のホ

ームページに全文が載っているので確認したんですが、本当に丁寧に一番長く、16 市町村の中では

回答を出しています。ただし、それは避難計画に不備があるし、具体的な要望をしたいということが

書かれており、それに特化されておりまして、今おっしゃったように原発再稼働の是非を回答したも

のではありません。 
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そういう状況のもとで、鈴木知事は新聞報道によりますと熟慮を重ねたとして、12 月 10 日の再稼

働容認の道議会での表明が複数実は報じられています。しかし北電でさえこんなに早く判断してく

れたのかっていうような報道がいくつかされてるんですね。国内でもびっくりするぐらい早いと。と

ころが鈴木知事は熟慮を重ねたというふうに言っております。この 16 市町村に向けて回答してほし

い、意見を表明してほしいと言ったのは 11 月 12 日です。その回答期限は 11 月 25 日、2週間程度で

すね。そのあと鈴木知事は現地視察として 12月 4日に 4町村訪問しています。 

こういったかなりのスピードで鈴木知事は動いてるわけですけども、先ほど述べたようにニセコ

町の場合はこの避難計画について 1,200 字ぐらいの丁寧な回答をしたわけです。例えば回答した町

村の中には、ＵＰＺ圏外でありますけれども黒松内町もかなり丁寧な回答をされていますが、避難に

関する十分な対応力は備わっていないと。それからＵＰＺ圏の隣接自治体ということで黒松内町は

ありますけれども、避難者の受入れであるとか受入れ環境の整備、具体的な取組みを道として進めて

ほしいという回答をしてるんですね。かなり具体的な要望ですが、これらに対して道は今のところ個

別の回答は一切していないんです。 

先ほど言いましたように、最終的に熟慮をしてとか総合的判断ということで、今回道議会で正式に

再稼働容認の発言をしてるわけです。、町長御自身の感想で結構です。こういった鈴木知事の対応に

ついてどのような感想をお持ちか伺います。 

○議長（青羽雄士君）　田中町長。 

○町長（田中健人君）　感想をということでございましたが、もちろん本件に限らずではございます

が、私個人の見解というものは常にございます。しかしながら、先日総理も同じような回答もしてい

ましたが、個人的な見解をこの立場で申し上げることは感想も含めて、ニセコ町としての見解になっ

てしまうという立場であるということでございますので、町としてしっかりとそういった議論がで

きていないというところがございますので、申し上げにくいということで御理解いただきたいと思

っております。 

○議長（青羽雄士君）　高木議員。 

○3番（高木直良君）　9月 20 日に行われたニセコ町での北電の説明会、それから 10 月 4日道主催

の説明会、これは倶知安町で行われましたけれども、参加して、私自身が感じている原子力発電その

ものの持つ根本的な問題点、いろいろあるんですけれども、そのことと合わせてこの避難計画が非常

に不完全で不可能、これに書かれていることを実行すること自体が不可能ではないかということを

何回か続けて発言させていただきました。また同時に、12 月 2 日付けでありますけれども、鈴木知

事宛に再稼働容認の表明に対する抗議の手紙なども送っております。 

今回の質問は町長に同じ立場に立ってくれということではありませんが、道が避難計画に責任を

持っておりますし、避難計画の計画をつくるのは市町村に義務づけられてるんです。ですからニセコ

町も防災計画の中にこの原子力防災計画の文章をつくって避難計画案をつくっております。しかし

これは本当に先ほど意見書で出したとおり、担当者も悩むくらいに実際には難しい内容になってき

てるわけです。これ、つい先日ですけれども、毎年北電から各戸に送られてきます。防災のことをと

ころどころに書きながら、子どもたちの絵を載せてますけれども、この中の一番最後のところに緊急
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時において役場から避難などの指示があった場合はということで、バスで避難する場合は次の場所

に集合してください、ニセコ町の場合は 12 か所ここにバスが来ます、避難のときはここでお待ちく

ださいという話です。 

しかし先日私たちもびっくりしましたが青森沖ですけれども地震がありました。あのとき津波の

心配もして、沿岸の方たちは大変な思いで避難しました。それからつい昨日、一昨日も台風みたいな

爆弾低気圧が来て、幸いこの辺は大きな雪になりませんでしたけども、東部のほうでは非常に重い湿

った雪でいろんな被害も出て停電になったりしいてます。あれで感じることは、こうした時期にもし

複合災害っていう形で能登の地震が起きたような揺れでもって、もし原発が事故を起こした場合ど

うやって逃げるのかと。ここに書いてあるように 12 か所にバスが来ます。これ信じられますかね。

ここにバスが来ますから、ここに集まってくださいと言ってるわけです。これは本当に絵にかいた餅

で、今バス路線も縮小する、昆布に行く路線もなくなりますけれども、そういった状況でここにバス

が来ますって言ってるんです。これはおかしいんじゃないですかって質問を何回も先ほどの説明会

で聞いてもですね、総務省の担当者の方は本当に壊れたテープのように「いや大丈夫です、大丈夫で

す」と同じことを言うんですけども、本当にそういうことは考えられません。 

ですから、そういった意味でこの避難計画一つとってもですね、再稼働問題は大きな問題をはらん

でいるということを、ぜひ今後のニセコ町内での検討の機会がありましたら一緒に議論してまいり

たいと考えます。そうした議論の場についてどのようにお考えでしょうか。 

○議長（青羽雄士君）　総務課長。 

○総務課長（福村一広君）　高木議員の御質問にお答えしたいと思います。 

今回北海道のほうから 16 町村に意見聴取をされたということで、私たちは常に思っていることを

丁寧に回答したつもりでございます。一応北海道のほうからも「その趣旨については分かりました」

ということで、要約したものについて基本的に理解はしていただいたのかなと思っております。ただ、

明確な回答はいただいてはおりませんけども、私たちの思いについては少し理解いただいているの

かなという理解でございます。 

避難計画については非常に絵にかいた餅、高木委員のおっしゃることはよく分かりますし、再稼働

についても運用リスクがある中で避難計画がしっかりしないというところも含め、本当に大丈夫な

のかという御心配もよく分かります。その上で、今この意見書にも書いてありますが、ＰＡＺは僅か

5キロの圏内の町村の同意しかありません。これは東日本大震災の教訓が果たして生かされているの

かなといったときに全く生かされてないのではないかというところの原点から、この避難計画も含

めて同意町村の在り方も再検討してほしいという要望をまずはしているというところでございます。 

それに加えて、私も避難経路に関しては 12か所にバスが来ないのではないかという疑念を持って

います。本当に災害が起きたときの避難がスムーズに行えるように、まずはそこの部分をどうしてい

くのかというところをしっかり広域で議論していく必要があるだろうと思ってます。いくらニセコ

町だけで考えても多分結論を出すことは非常に難しいだろうと思ってますし、黒松内町さんが同じ

ような意見を出してますけども、黒松内町さんも黒松内町さんで避難経路の通り道になるというこ

とで悩んでおられるということも踏まえて、やはり広域でしっかり議論をしていくことが必要では
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ないかと。 

まずは再稼働がなくても原発がある以上危険リスクは常に付きまとうわけですから、そのことも

踏まえてしっかりした避難経路の確保、それから避難先の確保を含めてどのようにしていくのか、ま

たそれに伴うインフラ整備をどのようにしていっていただくのか、総合的に今後も引き続き道に要

請していきたいと思います。機会があれば住民の皆さんともしっかり議論していく場を設けたいと

思っております。 

○議長（青羽雄士君）　次の質問をお願いいたします。 

高木議員。 

○3番（高木直良君）　3問目です。 

後志自動車道の事業について、ニセコ町のまちづくりとの関連を伺う。今年の 7月 12 日に北海道

開発局小樽開発建設部により、後志自動車道の具体的なルート（中心線）が「決定」として説明され

たことについて、町長参加のまちづくり懇談会での勉強会で多くの不安の声や町の対応への要望が

出されました。 

この事業によって、住民の生活や地域の景観、環境に大きな影響が出ることから、国の事業であっ

ても住民の要望に沿った町としての取組みを求めるという意見でした。 

町の担当部署と町民有志の「まちづくり会議（仮称）」などを常設して、意見交換や開発局への提

案などをまとめる場が必要と考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（青羽雄士君）　田中町長。 

○町長（田中健人君）　ただいまの高木議員の御質問にお答えいたします。 

高規格道路のルートについては、これまで小樽開発建設部と町あるいは、関係町村も含めて協議を

重ねながら検討してきたものであり、現状でこのルートについては御質問にもございましたが既に

変更できない段階であるということをまず認識をしております。町としてはこの国の事業としてル

ートの変更は難しいと理解をした上で、今後の事業進捗に合わせた対応をしていくものだと考えて

おります。 

また、町民の皆様からルートの変更が無理なのであれば道路の形状を変えてみてはどうかですと

か、一方では高規格道路の早期開通を望むというような多様な声があり、引き続き町民の皆様の声を

聞き、御意見等については事業主体である小樽開発建設部へ届けることを基本とし、そのための懇談

等の場については随時検討を行って開催をしていきたいと考えておりますので、御理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

○議長（青羽雄士君）　高木議員。 

○3番（高木直良君）　この事業は仁木インターまで既に開通しました。現在仁木町から共和町にか

けて工事が進んでいます。しかし、予定されている倶知安インターまでの用地買収は 2割強ではない

かというデータがございまして、工事が完了するのはいつということは公表されておりません。しか

し、恐らく今までの工事の進み具合からすれば 2030 年代に入ってしまうのではないでしょうか。倶

知安までできてさらにニセコということになりますと、完成までの期間というのは相当時間がかか

ると想定されます。 
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時間がたくさんあるなと思いがちなんですけれども、これは先ほど言いましたようにニセコイン

ターの予定場所までの中心線というのはもう決まったよという説明をしていますから、これからや

る測量調査だったり地質調査だったり、いろんな調査が行われると思います。さらに調査に基づく具

体的な構造の設計に入っていくと思います。これは先ほど言いましたように、工事の進捗はかなり時

間がかかるにしても、前提として中心線はこれで決まりですと言って発表していますから、それに基

づく調査と設計なんです。要望というのは調査と設計が進行し固まっていく前にあげないと反映さ

れません。ですから相当先で時間がまだまだあるなという問題ではなくて、中心線が決まったともう

告げられて、宣告されていますから、これに基づく調査と設計は淡々と進んでいきます。時期を逃す

とものを言っても、いや実はもうこういうふうに決めて進めていますからということで元には戻ら

ない。まず公共事業の場合そういうことが起きるので、時期を逃して後からこうしてほしいというこ

とでは間に合わないんですね。私が最初に言いましたのは、適宜今のお答えのように進捗に合わせて

皆さんの要望を聞いていきますみたいなことでは間に合わないんです。 

ですから私が提案してるのは、常設の町民と町の間の懇談会、検討会を組織として立ち上げていた

だきたいんです。その中でいろんな不安だとか要望だとか出ると思います。そもそもこの間地図を見

ながら、みんな自分のところの関係を地図を覗いて見てますけども、あれだけじゃ不十分です。本当

に自分の土地の問題だったり、町の状況だったりっていうのをもっとじっくり時間をかけて、まず相

手が何を言ってるのか理解をする。その上で、これはこのとおり向こうが考えてるような内容で進ん

だ場合にどうなるかと具体的に想像しなきゃいけないんです。ここに配布されてる資料があります。

構造の標準断面が出ていますが、盛土部分のおおよその画と。掘割だったらこれくらい、それから福

岡？の場合のこういう略図。あくまでも略図なんです。だけどこれから測量してボーリングしたりす

る中で、これが詳しい構造の設計に進んでいくんです。ですからこの構造をよしとするのか、変えて

ほしいって言うのかっていうのは急がないといけないんですよね。 

そういう意味で、私は町と町民の懇談会という場を常設の組織としてつくっていただきたいとい

うのが質問であります。改めてお聞きしますがどうでしょうか。 

○議長（青羽雄士君）　桜井課長。 

○企画環境課長（桜井幸則君）　ただいまの高木議員の御質問にお答えいたします。 

常設で相談窓口のような組織を立ち上げてはいかがという点につきましては、現在この予定はご

ざいません。それと何点か御質問がある中で、要望を早くしないと実際の事業には反映されないとい

う点につきましては、町として要望ということは今のところ想定はしてございません。 

さらに計画図の中で断面図等が示されているというところについて、これでいいか悪いかという

判断をする必要があるという点につきましては、ニセコ町としてはそのような判断をできる技術、知

識等がありませんので、その図面に示されたものがいいか悪いかという判断をするのは非常に難し

いのかなというのが、現在のニセコ町の立場と考えているところでございます。 

○議長（青羽雄士君）　山本副町長。 

○副町長（山本契太君）　ちょっと付け足します。今の話で誤りではないんですが、ただ既存の路線

について全くその構造をこのまま、このままっていうのがどういう状況なのかというのははっきり
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分かっていませんが、例えば高さを低くするとか、そういうことも含めてそういうようなお声も聞い

ておりますから、この会をつくるかどうかは別にしてもそこはきっちりとお伝えしていきたいと思

います。伝える場というのはきちっと確保できていると考えているものですから、そのような御要望

については今後も引き続き対応してまいりたいと思います 

○議長（青羽雄士君）　高木議員。 

○3番（高木直良君）　中心線の決定ですということで、説明の際に開発局は住民の声はアンケート

で聞いてますというようなことを言いました。確かに数年前に 2 回ほどかなり広範囲の住民に対し

てアンケートを配って、回答を集めてますね。現国道 5号線の改修を含めて高速道路、高規格道路に

するか、独自のルートを使うかという 2案を示してアンケートをとりました。これは確かニセコ・蘭

越・黒松内の全戸に配ってます。相当お金をかけてアンケートをやってるんですね。そういうことを

考えれば、例えばニセコ町のほうから要望を出して、この構造についても町がじゃなくて開発局が住

民アンケートをやってくださいとか、そういうぐらいのことは言えるのではないかと思います。 

それから、町としても独自に、これはやっぱり町の大きなまちづくりに関わってるんだということ

をきちっと押さえていただきたいと思うんですね。事業主体は確かに開発局ですが、現場はニセコ町

なんです。ニセコ町民がそこに住んで、営業もやって暮らしてるわけです。ですから町は当事者だと

いう認識を持っていただきたいんですよね。先ほどの回答では全くそのつもりはありませんみたい

な、組織をつくるつもりはありません、町としての案をまとめるつもりもありませんというお話でし

た。しかし、ニセコ町のまちづくりに関わることという意味では、町は当事者だと私は思っています。

そういう意味では、町が例えば住民と町、その間に今度は専門家を呼んできて一緒に議論すればいい

わけです。その中で、第三者的な意味も含めますけれども、専門家の意見も聞いて開発建設部に対し

て要求をまとめて、町として出していただくっていうことが大事だと思ってます。 

高速道路と住民との間ではいろんな住民運動がもちろん起きますが、いろんな事例のなかでこれ

は三鷹市の事例なんですけども、外郭環状道路と東八道路っていうんですけども都道の交差部分が

相当大きな面積で、これができるとまちが分断されるということで、これに対して住民と市がワーク

ショップをやってまとめた意見を、三鷹市長名で国交省に対して要望書を出してるんです。こういっ

た事例も検討していただいて、町は事業者じゃないけれども町として住民の声を代弁しつつ提案し

ていくと。それを町長名で文書をぶつける、そのぐらいの気構えでまちづくりをやるんだということ

を是非表明していただきたいと思いますけども、いかがでしょうか。 

○議長（青羽雄士君）　桜井課長。 

○企画環境課長（桜井幸則君）　ただいまの高木議員の再々質問にお答えさせていただきます。 

まず構造について、開発局が主体となってそれをよしとするアンケートをとってもらうというこ

とはどうかという点につきまして、現在ニセコ町の立場としては事業主体である小樽開発建設部に

は全て情報を届けるということでこのまま小樽開発建設部のほうにお伝えをしたいと思いますが、

これをもってニセコ町の町としての意見というかたちで出す段階にはないというのがニセコ町の判

断です。議員おっしゃられるニセコ町としての意見表明を文書で出すということについては、現在の

ところ想定しておりません。 
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○議長（青羽雄士君）　山本副町長。 

○副町長（山本契太君）　繰り返しになるかもしれませんけれども、ただし私どものほうと事業主体

であるところについては何て言いますか、議論のルートがちゃんとございますので、今の要望につい

てはきっちりお伝えしてまいりたいと思います。私どもとしては、ある程度のそういう要望は聞き入

れてもらえるのではないかというふうにも、これは分かりませんけれども、そういうようには考えて

おります。ただ、全く当事者意識なく手放しでということを申し上げてるわけではなくて、文章にし

てきっちり出すんだというようなかたちとしての部分は別にして、そのような要望等はきっちりお

伝えし議論してまいりたいとは思います。 

それと同時に、ここはお伝えしておかなければならないところですが、町長のほうからもお話を申

し上げたとおり、様々な御意見がある中でそうは言ってももう何十年来にわたってここに高速道路

を通してくれという要望活動を沿線自治体がずっと一生懸命やってきたので、基本的に通してもら

うということについては大賛成であるし、ぜひお願いしたいというところは変わりません。あとはそ

この部分の細かな中身をどのようにやっていくかということについては、引き続き対応してまいり

たいというところでございます。 

○議長（青羽雄士君）　この際、議事の都合により、2時 40 分まで休憩いたします。 

 

休憩　午後 2時30分 

再開　午後 2時40分 

 

○議長（青羽雄士君）　それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続けます。 

8 番、木下裕三君。 

○8番（木下裕三君）　通告に従いまして 1件質問いたします。 

企業誘致と町有財産についてです。ニセコエリアは冬季のインバウンドが増加して以来、国内外を

問わず様々な事業者の進出が後を絶ちません。その中でニセコ町は前町長の方針として、宿泊施設よ

りも工場など雇用を生む企業に対して、町としては積極的に誘致し、またそのことを進めるにあたり、

企業が希望する町有地など町有財産の売却や賃貸などを行ってきました。 

10 月から新町長として初めての「まちづくり懇談会」を実施しましたが、直近の重要テーマの一

つとして「企業誘致を含む町有地の利活用」を挙げています。このことについてどのような考えかを

伺います。 

○議長（青羽雄士君）　田中町長。 

○町長（田中健人君）　ただいまの木下議員の御質問にお答えいたします。 

私が町長に就任後、本件、企業誘致を含む町有地の利活用あるいは企業誘致と町有財産についてど

うかというところについてでございますが、まず就任後内部でも協議をさせていただきまして、これ

まで寄せられている様々な計画については一定のハードルもあるということが分かりましたので、

今後町有地などをどのように利活用するのかはまずは改めて役場内部で協議をするところからスタ
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ートするべきではないかということを考えました。現状においてそういった状況ですから、事業者等

の計画ありきではなく、様々な議論、協議を重ねた上で、事業者の方に対しては改めて相談をしてい

きたいという旨もお伝えもしております。 

また、特定の地区、場所に限らず、ニセコ町内にはいくつかの町有地がございますが、これらまず

どのような場所があるのかという整理ですとか、企業誘致もその一つですが、そのほかも含め、利活

用をどのようにするかを十分に協議を重ね、その過程では町民講座等での町民との意見交換の内容

も参考にしながら丁寧に進めていきたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいた

します。 

以上です。 

○議長（青羽雄士君）　木下議員。 

○8番（木下裕三君）　前回は有島地区における某工場の企業誘致に関してが主なことだったんです

が、9月定例会の一般質問で私は次のようなことを述べました。「今回の進め方が説明責任や情報公

開、住民参加の観点で適切だったと言えるのか。」そして、「町有地であり農地でもある場所に関して、

あらゆる面で丁寧さが欠けた進め方であり、このようなことは次の町政に引き継いではいけないも

のだと考えているが考えを聞かせてほしい。」と質問しましたが、残念ながら明確な回答はいただけ

ませんでした。田中町長は対話を重視した町政を公約に掲げていますので、丁寧さが欠けた進め方は

しない、引き継がないというふうに信じております。そこで再質問させていただきます。 

今町長のほうから、役場内での協議を踏まえた上で、事業者に御案内をということをおっしゃられ

ましたけれども、9月のときも質問させていただきましたが、工場誘致に関しては一旦白紙に戻すと

いう理解をしていいかということをまず 1点伺いたいと思います。 

また、前回この某工場の問題というのは、北海道新聞さんにも掲載されたこともあって、多くの町

民の方あるいは町外の方からも実は心配する声をいただきました。町長は 11 月と 12 月で行われた

全てのまちづくり懇談会でこの件をお話しされたと聞きましたが、参加できずに聞き及んでない町

民の方もいらっしゃいますので、こういった町長が掲げている企業誘致を含む町有地の利活用に関

するお考えをぜひ広報誌を含め、広く町民に周知していただきたいと考えていますが、いかがでしょ

うか。 

○議長（青羽雄士君）　田中町長。 

○町長（田中健人君） 具体的な地区もございましたが、まずこの白紙に戻すかどうかといった観点

について改めて申し上げますが、大前提として既にここまでいろんな説明会があったりあるいは、町

民との意見のやりとりがあったということ自体が全くなかったことにならないですので、そういう

意味では完全に白紙に戻すという表現が適切かは、少し私は違和感があります。 

ただいずれにしましても、計画についてはその手前の段階に戻って、まずは町役場としてどのよう

な活用あるいは、企業誘致をするのであればどのような条件になり、どのような誘致の在り方がいい

かということをしっかり内部協議をしていく段階に戻らさせていただきたいということについては、

事業者の方にも私から説明をさせていただきました。これは私が今回選挙という形で選ばれた、首長

が変わったということで、もしかすると以前までの首長と考え方が異なる部分で、事業者からすると
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同じ町内にもかかわらずどうなんだというお考えもあるとは思いますが、これがある種民主主義で

選ばれた、選挙で選ばれた首長ということで、繰り返しになりますが是々非々で判断をしていきたい

ということで、私の方針としてお伝えもしております。こちらについては事業者の方にも私から説明

をさせていただき、御理解をいただいたというところでございます。ですので、繰り返しですけども

全く何もなかったことにはならないと思います。ただ、そもそもどのように活用するかについて内部

で協議する段階にまず戻ってから、どのような方向で検討するべきかを考えていくべきだというこ

とについては内部でも協議をしております。 

また、これはまちづくり懇談会でもそのほかの場面でも御意見いただいた声として参考 

までにお伝えしたいと思いますが、私は決して企業誘致自体が全てが悪いということではないとい

う考えです。それはしっかりと企業誘致を進めてきたからこそ、これまでのニセコ町の様々な町税の

部分も含めて、発展に寄与してきた部分については事実としてはあると思います。ですので、私自身

企業誘致を全くしない、だから見直すんだというわけではなく、しっかりとそもそも当該の場所にお

いてはインフラ的にどうなのか、手続的にできるのかというような事情も含めて、しっかりと内部で

まず協議を進め、その過程の中で町民の皆様とも意見交換をしていく中で、総合的にどのように進め

ていくべきかの指針をしっかりと打ち出していくことが重要であるということで立ち返りますので、

その辺りについては誤解のないよう御理解いただけましたら幸いでございます。 

以上です。 

○議長（青羽雄士君）　山本副町長。 

○副町長（山本契太君）　利活用の考え方等も広く周知すべきというところはもうまさにそのとおり

だと思いますので、どのような形になろうかは別にして、例えば広報紙でそういう検討の内容をお知

らせするとか、他の方法も含めてそれらについては検討してまいりたいと存じます。 

○議長（青羽雄士君）　木下議員。 

○8番（木下裕三君）やはりですね、9月の一般質問で私は、今回の件は有島地区の問題だけではな

く、今後の企業誘致における情報公開、合意形成のプロセスや景観条例における事前意見交換会の在

り方などについて見直す必要があるということも述べました。ニセコ町は 2012 年にニセコに進出を

希望する事業向けに企業立地ガイドラインを作成しました。これはすでに 10 年以上の前のガイドラ

インなので時代に即していませんし、また、町有地、町有財産の利活用に関することには全然触れら

れていません。 

先ほど町長のほうで企業誘致に関して見解をいただきましたけども、今後こういった企業誘致を

進めるという前提に立って、例えば新たなガイドラインですとか方針などをしっかりと明文化して

進めるということも望ましいのではないかと考えますがいかがでしょうか。 

○議長（青羽雄士君）　山本副町長。 

○副町長（山本契太君）　先ほど町長が申し上げましたとおり、ガイドラインという名前になるかど

うかというのは別にして、まず一つ立ち返っていかがな方法がいいのか、その手前にこの土地につい

てはどのような活動が実際にいいのかというようなことも検討しているということなので、それら

を実施するに当たってそれがある意味ガイドラインの布石になっていくのではないかと考えます。
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木下議員もガイドラインをつくることを目的にせよとおっしゃっているわけではないと思いますの

で、これから進める様々な議論がそのガイドラインの布石になっていくのではないかと、そのような

考え方をしております。 

○議長（青羽雄士君）　最後に 5番、高井裕子君。 

○5番（高井裕子君）　通告に従いまして、5問質問させていただきます。 

まず 1点目、ニセコ高校改革の現状について、以下 3点伺います。 

①前回質問させていただいた高校の給食について、その後の経過を伺います。 

②生徒だけではなく、教員の住宅についてはどのように考えているか伺います。 

③現在の希望ヶ丘寮は今後どのような活用を検討されているか伺います。 

○議長（青羽雄士君）　片岡教育長。 

○教育長（片岡辰三君）　それでは、高井議員の御質問にお答えいたします。 

1 点目の御質問ですが、前回の定例会の御質問のときに、ニセコ国際高校は全日制の高校として新

設することから、近隣の全日制の高校と同様に昼食は各自が用意をすることを基本と考えているが、

寮生については何らかの給食提供が必要であるとの考えから、その手だてを検討しているとの答弁

をさせていただきました。これまで様々な給食事業者やお弁当の販売事業者などと相談させていた

だき検討してまいりましたが、料金や運搬方法、注文や決済方法など課題も多く、決定には至りませ

んでした。 

　こうした中、定時制の高校生にはこれまで同様に給食を提供することとしてきましたが、全日制の

ニセコ国際高校の 1 年生については生徒数が増加することから、今後の町内小中学校の児童生徒数

の見込み数を精査するとともに、高校の教職員と自宅通学生を除いた場合、寮生には給食の提供が可

能となりそうなので、寮生だけであれば何とか給食センターでの給食提供が可能であると判断した

ところでございます。 

なお、自宅通学生については各自が昼食を用意することを基本としておりますが、弁当などを持参

することが難しい生徒も想定されていることから、現在設置しているパンの自動販売機などの充実

について検討しているところでございます。 

2 点目の教職員住宅につきましては、教職員が安心して働ける住環境を整えることは喫緊の課題と

認識しております。当面の増加する教職員への対応としては、令和 8年度は希望ヶ丘寮別館、いわゆ

る臨時寮の一部を教職員住宅として活用するほか、一部民間賃貸を教職員住宅として借り上げるな

どして教職員住宅確保をしてまいりたいと考えております。 

加えて、さらなる教員の増加が見込まれていることや既存教職員住宅が老朽化し更新期を迎えて

いる状況などから、できるだけ早期に教職員住宅の整備に着手したいと考えております。そのために

建設する場所や規模、また、交付金や補助の活用を含め、整備手法などを検討するための関係予算や

教職員住宅を自動的、安定的に確保するための予算など、具体的に検討してまいりたいと考えており

ます。 

3 点目の今後の希望が過料の活用についてでございますが、築 30 年を超え経年劣化など老朽化も

進んでいることから、現在のところ生徒のための寮としては活用しない方向で考えておりますが、令
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和 5 年度実施したニセコ高等学校寮整備基本計画の報告書によれば、建物自体は使用可能な状態だ

と判定されたところでございます。それゆえ今後、教職員住宅や移住定住施設あるいは留学生やイン

ターン生の研修受入れなどのための宿泊施設として、また、今後予定している老朽化した教職員住宅、

建替え時の住替え利用など幅広い利活用について検討したいと考えてございます。 

○議長（青羽雄士君）　高井議員。 

○5番（高井裕子君）　今 3点御回答いただいたんですけれども、①の給食については前回議会でお

話しさせていただいたときにはキャパオーバーということで、残念ながらちょっと難しいんじゃな

いかというお話を聞いておりました。きっと給食をつくっている職員の皆さんだったり、栄養教諭だ

ったり、たくさんの方がキャパオーバーの中で給食配膳に対して一生懸命御努力された結果ではな

いかなと思っております。 

ただ、やはり現場は多くの食事をつくるということで、毎日つくり続けなければいけないというプ

レッシャーの中で、事故や怪我なども起こりうる可能性があるかと思いますので、ぜひ給食センター

の現場の皆さんとしっかり話し合って進めていただけたらと思います。 

それから、②の教職員の寮については、先ほど教育長がおっしゃっられたとおり、生徒だけではな

くてそれを教える教員の皆さんが安心して生活できるように、今後も寮というか生活できる拠点の

整備を進めていただけたらなと思います。 

③の希望ヶ丘寮の跡地についてですけれども、実はニセコ高校の保護者のお母様たちから、給食が

出ないということも含めて自分たち母親たちがチームになって、希望ヶ丘寮の給食提供というか調

理室を使って何か提供することを考えていらっしゃるとの御相談を受けました。今回給食が出ると

いうことにはなってるんですけれども、もし先ほど教育長がおっしゃった令和 5 年度の基本計画で

使用しても大丈夫だという施設であれば、宿舎ではなくて調理できる施設に関しては、ニセコ高校の

お母様方なりが保護者がですね、生徒の心のケアだったり、もちろん軽食なりお弁当なりいろいろ方

法あると思うんですけれども、コミュニケーションの一環の場所として活用できるといいのではな

いかなと思っています。それに関してはこちらに個人的に相談にこられているので、もし今後そうい

った御意見がある場合は教育委員会への御相談という形で促してよろしいでしょうか。 

○議長（青羽雄士君）　片岡教育長。 

○教育長（片岡辰三君）　保護者のそういう御好意でいろいろ調理等で活用ということはうれしい反

面、実際に責任を持って給食提供とかやることになりますとそう簡単にはいきませんので、一応御相

談を聞くことは全然構いませんので、実際にそういったことをやるにして可能な範囲あるいは、やる

とした場合の条件ですとか、やはり食を提供するという立場だと食中毒や持続可能な運営というこ

ともございますので、そういった御要望等ありましたら教育委員会のほうに御相談いただければと

思います。 

○議長（青羽雄士君）　次の質問に移ってください。 

○5番（高井裕子君）　次の質問をさせていただきます。 

教育行政執行方針のスポーツ推進について。教育行政方針の中で、7「生涯学習・スポーツの充実」

（2）生涯スポーツ活動の推進について伺います。 
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①現在のスポーツ推進について、冬になるとスキーやスノーボード等が盛んになる一方で、ウインタ

ースポーツ以外にはどのような取組みをされているか伺います。 

②昨今町民から、ルールが厳格化され体育館の利用がしづらくなったとの声が多数寄せられていま

すが、その経緯と今後の対策について伺います。 

○議長（青羽雄士君）　片岡教育長。 

○教育長（片岡辰三君）　ただいまの高井議員の御質問にお答えいたします。 

1 点目について、ウインタースポーツ以外につきましては開幕スポーツ大会で野球・パークゴルフ

大会を皮切りに、ふれあい町民運動会や全町ソフトボール大会、町民バレーボール大会などを開催し、

たくさんの町民の皆さんが参加し、親睦を深めることができるよう事業を進めてございます。また、

町外の団体との交流試合として実施しているバレー、テニス、サッカー、パークゴルフなどの町長杯

大会につきましても、助成しているところでございます。 

さらに、今年度は小学校の運動会前にＡ－ｂａｎｋ北海道よりアスリートを派遣していただき、全

児童を対象に競技力推進のための走り方教室、ファイターズから指導者を招き、野球技術力向上のた

め少年団と中学校野球部を対象に基礎トレーニングや体の使い方の指導、そしてコンサドーレ後援

会やバドミントン協会の協力のもと、サッカー教室や選手による講演、バドミントン教室や食育の講

演を含めて実施しているところでございます。いずれもアスリートや専門家をお招きし、技術力向上

のための指導をいただいているところでございます。 

また、教育委員会所管事業ではございませんが、保健福祉課においてはコンサドーレによる高齢者

健康教室の実施、企画環境課においてはファイターズガールによる小学生に対してのダンス教室、総

務課においてはスケートボード団体への旧宮田小学校体育館の無償貸付などを行っているところで

ございます。 

このように、ニセコ町におきましてはウインタースポーツだけではなく、夏季スポーツや屋内体育

館で実施するスポーツなど幅広くスポーツ活動を盛り上げる施策を実施しているところでございま

す。 

2 点目についてでございます。近年体育館におきましては、大変ありがたいことに様々な団体や個

人が多種多様な種目や目的で御利用いただいております。本町の体育施設としてできるだけ多くの

人に御利用いただけるよう、事前予約なしでのアリーナの開放や器具の貸付、当日急な施設の予約受

付などできるだけ利用者が使いやすいように運用しているところでございます。 

しかしながら、最近一部の児童生徒及び一般の利用者において、体育備品の無断使用や上靴ではな

く外靴でのアリーナ利用などが散見され、施設の破損や転倒事故などの懸念が問題になっていると

ころでございます。また、不適切と考えられるような体育施設・ロビーでのお誕生会の開催など、本

来の利用目的にそぐわない利用などが散見しだしたので、本来の体育施設としての利用方法を改め、

アリーナ入り口だけでなく玄関前に張り紙を増やしたり英語表記を加えたりするとともに、子ども

たちの模範となっていただきたく保護者の方や大人の利用者にもお声かけを含め、御案内させてい

ただいているところでございます。 

公共の施設でありますので、利用される皆さんには安心して楽しく、そして健康増進につながる施
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設運営に努めてまいりますので、利用される皆様にはお互いがお互いを想いやって活用していただ

けるよう進めてまいりたいと思います。御理解、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

以上です。 

○議長（青羽雄士君）　高井議員。 

○5番（高井裕子君）　先ほどの教育長の御説明で、ものすごくたくさんのイベントやスポーツ推進

の取組みをしていただいているということで、大変ありがたいことだと感じております。一方で、町

民にとって最も多くの方が取り組めるスポーツ推進というのが、何よりも体育館をより多く活用さ

れることに尽きるのではないかと思っております。それで一部の利用者のマナー違反によって多く

の町民が使用しづらくなるというのは、大変残念なことです。また、管理する皆さんというか職員の

皆さんにも負担が非常に多いのではないかと感じております。 

最近、入ってすぐのところに特に目立つように張り紙が出されていることについて、たくさんの御

意見を私もいただいておりますので、町民に理解されて誤解を生まないような内容を伝えるような

努力をしていただきたいと思いますし、それについては今後、私もどんな内容が町民にとって分かり

やすく、誤解を生まず伝わる文書なのか一緒に考えたいと思いますので、どうか今後も町民が使いや

すい活発な場であってほしいと願っております。 

それと同時に、体育館自体が一般開放で非常に混み合うということで、それはもう本当にすばらし

いことだと思うんですが、その場合にやっぱりアリーナが使えないこともあったり、町民同士が話し

合って結構一緒に使ったりしていることもお身請けできるので、非常にニセコらしくていいなと思

っています。ニセコ高校の体育館も町民体育館として使用できる形になってるかと存じますが、ニセ

コ高校の体育館の活用も促進するような手だてというか、促進していただくことは考えていらっし

ゃいますでしょうか。 

○議長（青羽雄士君）　中川参事。 

○総合教育課参事（中川博視君）　高井委員の議員の御質問にお答えさせていただきます。 

まず、使い方に関しては、皆さん仲よく使っていただければ私としては一番いいのかなと思います。

ただ管理してる立場としては、割ときつ目に書いているのも間違いないですが、書かざるを得ない使

い方だった、状況だったということだけは御理解いただきたいです。こういうふうに書けば誤解を生

まないというアイデアをいただけるということなので、底の部分は御協力いただければと思います。 

体育館の一般開放については、高校の体育館は不特定多数ではなく特定多数の使い方でないと公

的には貸しづらいと考えております。まず体育館に事前に御相談いただいて、こういったかたちでと

うちが調整しながらやっていければいいのかなと。できるだけうちの体育館と同じように、使いやす

いようにやっていきたいと思いますので、一度皆さんから御相談いただければと考えております。 

○議長（青羽雄士君）　片岡教育長。 

○教育長（片岡辰三君）　補足でございます。 

高校の体育館については、今年度はバレーボールの少年団等での活用がありますが、高校や中学校

の体育館も一般活用はできるんですけれども、不特定多数となると学校の管理上いろいろございま

して、高校のほうは割とセパレートにはなっているのですが、そういった意味での周知は今後さらに
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進めてまいりたいと思っております。体育館のほうもかなり満杯状態と聞いてますので、高校のほう

も町民の皆さんの御支援をいただいているところでございますので、ぜひそういった活用も含めて

周知を進めてまいりたいと思っております。 

○議長（青羽雄士君）　高井議員。 

○5番（高井裕子君）　少年団という理解でよろしいですか。 

不特定多数ではなくて特定というのがどういった団体か決まっていたら教えてください。 

○議長（青羽雄士君）　中川参事。 

○総合教育課参事（中川博視君）　一般利用は条例に書かれている内容でいくと「10 人以上の町民

が加入し責任者を定めた団体」と書いておりますが、基本的にはうちとしては少年団や協会に加入し

ている状況であれば貸出しはできるかなと考えております。 

○議長（青羽雄士君）　それでは次の質問に移ってください。 

○5番（高井裕子君）　3問目の質問をさせていただきます。 

水道水源地について。昨今、まちづくり懇談会でも町は町民に対し、現在の所有権移転登記手続請

求控訴事件の状況を説明しておりますが、多くの町民は関心や疑問、不安を持っていることが分かり

ます。 

今回の事件の対象となっている場所を含め、ニセコ町には水道水源が 11 か所ほどあることになっ

ていますが、他の水源やその隣接地で同様の事案が起こりうる心配はないか伺います。 

○議長（青羽雄士君）　田中町長。 

○町長（田中健人君）　ただいまの高井議員の御質問にお答えいたします。 

市街地地区水源と同様の事案がほかの水源や水源の隣接地で起こり得るのではないかということ

でございますが、まず町で管理している現在 11 か所の水道水源地の土地所有者についてでございま

すが、町有地が 4か所、国有地が 1か所、道有地が 3か所、そして民間の民有地が 3か所となってお

ります。水源の隣接地につきましては、国・道所有の 4か所の周辺も国の所有地あるいは道所有地と

なっております。町有地の 4か所と民有地の 3か所の水源の隣接地につきましては、現状民有地とな

っております。 

これまで町としては水道水源を守るため、平成 23 年 5月 1 日にニセコ町水道水源保護条例を施行

し、法的に水源地の保全を進めてまいりました。この条例により水道水源地での乱開発などを防止で

きるものと考えておりますが、今回の当該事案につきましては所有権の争いで特異である、まれなケ

ースであると考えております。町有地の購入後の管理につきましては今回まだ係争中ではございま

すが、裁判での課題を整理し適切に管理をしていきたいと考えております。 

なお、水源地で民有地となっている 3か所の土地につきましては、今後も安定して継続的に水源を

維持できるよう努めてまいりますので、引き続き御支援のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（青羽雄士君）　高井議員。 

○5番（高井裕子君）　町民にとって大切な水道水源を脅かす今回のような事案が再発しないように

していかなければならないと思いますので、我々議会としてもしっかりと見守っていきたいなと思

っています。 
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先ほど町長から水道水源保護条例のお話がありましたが、この条例ができたのはだいぶん前だっ

たと思います。今回のような事件があったときに、条例が今の現状にそぐわないことも多いのではな

いかなと思いましたが、条例の改正等は検討されてますでしょうか。ちょっと調べたところによると、

条例改正にあたっては水資源保全審議会にて意見を聞かなければならないとしていますので、今回

このような事例があり審議会で何か検討してることがあれば教えていただきたいです。 

○議長（青羽雄士君）　桜井課長。 

○企画環境課長（桜井幸則君）　水道水源保護条例の関係につきまして、担当課の私のほうより御説

明申し上げたいと思います。 

この条例は平成 23 年 5 月 1 日施行となっている条例でございまして、水道水源地及び涵養域の開

発を抑制するためのものとして罰則規定も設けているところでございます。この条例を御覧いただ

いていると思いますが、規制対象施設、いわゆる水質の汚れなど及ぼすような施設については一切の

開発は認めないとなってございます。また、協議対象施設、これについては必ず協議をするようにと

いうことで、その協議対象施設には給排水を利用する施設等々となっているところでございます。 

この条例の簡単な説明は以上のようになってございますが、今回のような事案に対してこの条例

の改正というのはか検討されていますかという御質問ですが、先ほど町長からの説明にもあったと

おり、そもそもの開発ですとか外的要因により自然を破壊するというようなものではなく、どちらか

というと人為的なものが今回の事案になっているととらえてございます。ですので、直接この土地所

有権についての問題をこの条例で抑制するというようなことは難しいと考えております。 

あわせてこの条例を変えるには水道水資源保全委員会からも意見を聞くというようになってござ

いますが、基本的にこの水道水資源保全審議会につきましては地下水の保全条例に基づく許可案件

の審査のほうもしておりまして、最近ではこの地下水の許可案件についての協議はなされておりま

すが、現在のところこの条例自体を変えていくというようなところの議論には至ってございません

ので、今後議員おっしゃられるとおり、時間も経ってますし、当時から環境も状況も変わってきてい

るいうことも踏まえて、適切な時期に適切な改正も検討していく必要があると考えているところで

ございます。 

○議長（青羽雄士君）　総務課長。 

○総務課長（福村一広君）　補足でございます。 

確かに企画環境課長申しますとおり、現段階でこの条例について改正をする要件はあまりない状

況ではありますが、ただ裁判の行方によってはその課題を整理した中で、条例の改正が必要ではない

かという事案が発生した場合については条例改正も考えていかなければいけないのかなと思ってい

ます。 

ただ、今回の裁判はどちらかというと所有権の争いでございますので、第一審でこの所有権の判例

引用が昭和 38 年の裁判事例を引用していることもありまして、非常にこれは裁判官が悩む事例では

ないかと思っておりますし、古い事案でしか引用できなかったということも踏まえると、そんなに頻

繁に起きている事案ではないと考えております。 

そういうことからも言えば、さほどこの条例にどれぐらい影響を及ぼすかは分かりませんけども、



51 

いずれにしても裁判が落ちついた段階で一度町としても整理をした上で、この条例の改正が必要か

どうかということを検討していきたいと考えております。 

○議長（青羽雄士君）　町長。 

○町長（田中健人君）　今の案件につきまして補足といいますか誤解のないように、これはまちづく

り懇談会の中でも私が全ての会場でも申し上げさせていただいておりますが、先ほど総務課長から

もございました今係争中のものにつきましては所有権移転登記の問題だということでございますが、

当該敷地については水源地ではなく水源地の周辺の地区というところでございます。今現時点では

町の所有地でございますが、万が一仮にそれが町有地でなくなった場合においても、このニセコ町の

水道水源保護条例により、既に保護している地区にございます。ですので、今回の事案についてどの

ような結論になるか私たちもまだ行方を見守る中ではございますが、この条例が範囲として適用さ

れていないというものではなく、既にもう適用されている土地であるということについては、重ね重

ねお伝えをさせていただきます。そのほか 11か所あるうちの民有地の場所、隣接地も民有地の場所

もあると先ほど説明もしましたが、この条例によってしっかりと守られているということについて

は御安心いただきたいと思っております。 

○議長（青羽雄士君）　それでは次の質問に移ってください。 

○5番（高井裕子君）　4問目です。 

住宅不足とそれによる弊害について。 

①住宅不足が悩まれる中、特に町の中心地の空き家や民泊が増えているということに対して、ニセコ

町としてはどのようなことを想定し、対策を検討されているか伺います。 

②また、近年キャンピングカー等の特殊用途自動車が増加傾向にあります。今後は住宅不足の観点か

らも町内宿泊施設やキャンプ場等を利用せず、特殊用途自動車等を住居とすることにより、ごみの分

別や違法投棄、騒音などの近隣住民トラブルが懸念されますが、ニセコ町としては今後何か対策等を

検討しているか伺います。 

○議長（青羽雄士君）　町長。 

○町長（田中健人君）　ただいまの高井議員の御質問にお答えいたします。 

まず一つ目の御質問でございますが、ニセコ町における民泊の北海道への届出状況についてでご

ざいますが、住宅宿泊事業法、通称民泊新法と言われるものが施行されたのが平成 30 年度でござい

ます。平成 30 年度のニセコ町内の民泊の登録件数については 11 件でございました。現在の登録件数

については 67件となっておりますので、約 6倍の増加傾向となっております。 

また、町内の空き家の状況でございますが、令和 6年度の調査では 75 戸となっており、前回令和

4年度の調査からは減少傾向となっております。中心市街地の機能維持、活性化は町全体の持続性に

おいて重要であると考えているため、市街地においては一定程度の居住人口や人口密度を維持し、既

存の商店など住民生活に関連のある事業者がその営業をし続けていける環境を整えていくことが求

められます。市街地の人口減少、店舗の減少や空洞化は好ましくないと考えておりますので、今後も

空き家や民泊等の状況を調査しながら、その対応について検討していきたいと考えております。 

二つ目の質問でございます。町内においてキャンピングカーなどの特殊用途自動車が、宿泊施設や
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キャンプ場以外で居住利用することに起因するごみの分別や違法投棄、騒音など近隣住民とのトラ

ブルに関する具体的な事例についてでございますが、今のところ具体的には確認をされておりませ

ん。町といたしましては現在のところ、この種の居住形態が原因となる問題は顕在化していないもの

だと認識をしております。今後仮に御質問の趣旨にあるようなキャンピングカーなどの居住利用に

起因する近隣住民とのトラブル、公衆衛生上の問題、法令違反の恐れがある事案が発生した場合は、

警察などと連携をし適切に対応してまいりたいと考えております。 

また、住宅不足が深刻化する中でキャンピングカーなどによる居住形態が今後増加する可能性は

否定できませんが、現時点で具体的なトラブル事例がないというところでございます。今後、懸念さ

れる事態が発生した際は、関係機関との連携体制をとって適切に対応していきたいと考えておりま

す。 

最後になりますが、高井議員の御質問は住宅不足に起因したものということでございますが、永年

の課題となっている住宅不足対策については、引き続きその解消に向けて町として行政として行え

ることについて検討を進めてまいりたいと思いますので、引き続き御支援のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（青羽雄士君）　高井議員。 

○5番（高井裕子君）　住宅不足に関してはすぐに解決する問題ではないと思いますので、今後も町

を挙げて、我々も協力しながらいろいろと決めていけたらいいなと思っています。 

②のキャンピングカーについて、現時点では町では特に被害があったりとかっていう事例がない

ということで少しほっとしているところではありますが、実はキャンピングカーだけではなくて住

居等の敷地にインフラ設備のない小屋があって、そこで寝泊まりをさせて就労するというような事

例がニセコ町内でも少しずつ出てきています。要するに小屋の中は布団だけみたいなことが、住むと

ころがない季節労働者に対してちょっとずつ出てきているようです。そういったキャンピングカー

とか車を貸すことや小屋を貸すことの新たなビジネスを否定するということではなくて、住宅不足

による弊害によりこのようなビジネスが今後増えてくる可能性がちょっと懸念事項としてあるのか

なと思いましたので、共有をさせていただきました。 

私も夏のキャンプを楽しみますが、キャンプ場のマナーを守って楽しんでいます。生活基盤が車や

小屋となると、基本的な生活インフラはコンビニだったり温泉とかはお金払うと思いますけれども、

そういった事例が今後たくさん出てきたときにはルールが必要になってくることもあるのかなとい

う懸念事項で今回質問させていただきました。今のところはニセコ町では特にそういった事例がな

いということで、今後懸念事項として考えていけたらと思っています。 

○議長（青羽雄士君）　山本副町長。 

○副町長（山本契太君）　御指摘ありがとうございます。小屋を貸してキャンピングカーがっていう

話は、申し訳ありません、初めて聞きました。そういう状況の中で今何かトラブルがたくさん聞かれ

るということではないけれども、今後そういうことが増えていくのではないかということで御指摘

いただいたと思います。我々のほうとしましても、恥ずかしながら今のお話は初耳でございますので、

今後その辺についてもアンテナを立てておきたいと考えております。 
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○議長（青羽雄士君）　最後の質問お願いいたします。 

○5番（高井裕子君）　これが最後の質問でございます。 

先ほどの木下議員と内容がほぼかぶっていますが、企業誘致の今後の方針を伺います。ニセコ町内

への企業誘致の在り方について田中町長の方針を伺います。町有地への企業誘致は良い面がある一

方で、そこに至るまでのプロセスや情報共有の不足により、町民からは不透明さや不安を感じる声が

寄せられています。 

ニセコ町内では、今後の企業誘致の在り方については慎重な判断が必要不可欠かと存じますが、ど

のようなお考えでいらっしゃいますでしょうか。今後の方針を伺います。 

○議長（青羽雄士君）　町長。 

○町長（田中健人君）　ただいまの高井議員の御質問にお答えいたします。 

先ほどの木下議員の御質問への回答とも重なる部分もございますが、既存の各種計画については

誘致に関して一定のハードルがあるということも、また町有地などをどのように利活用するのか、改

めて内部で協議をするところからスタートをするべきではないかというところが私の考えでござい

ます。 

また、他の町有地につきましても、企業誘致やそのほかの利活用も含めどうしていくべきか内部で

協議を十分に行った上で、町民講座等での町民との意見交換なども参考にしながら、いずれにしても

丁寧に進めていくところが必要だと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（青羽雄士君）　高井議員。 

○5番（高井裕子君）　先ほど木下議員へのお話にもありましたが、町有地の利活用については一旦

立ち返って協議し直すというふうにお答えをいただいておりますので、そういった方針を聞けて安

心をしております。 

一方で企業誘致によって町が得られるメリットは非常に大きいものだと私も理解をしておりまし

て、今まで町が積極的に誘致されてきたことに対しては敬服をしております。 

それで先ほど木下議員のときに町長が話していたお話の中で、町有地等の所在がどこにあるのかっ

ていうことが見て分かるようにできるといいなというところでいけば、私もできればマップのよう

なものにどこにどういった町財産というか町有地があるのかっていうのが分かるようになると非常

に良いのではないかなと思いました。それについていかがでしょうか。 

○議長（青羽雄士君）　総務課長。 

○総務課長（福村一広君）　高井議員の御質問にお答えしたいと思います。 

町有地がどこにどれぐらいあるのかということをマップにして公表するということですが、昨今

町有地を貸してくださいという企業さんや個人の方に来ていただいておりまして、個別にどこどこ

のというのを聞きながら、周りの状況も踏まえて勘案した上で丁寧に対応さしていただいてるつも

りではあります。 

ただマップに公表すると非常に殺到したり、貸してくださいとかいろいろ出てくる恐れが非常に

多くて、そんなに利便性のあるところに町有地があるわけではないんですけども、そういったことも

鑑みて、本当に公開するのがいいのかどうかというところも非常に悩ましいところではございます。
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すぐにマップに落として公開することがいいとは私は思っておりませんが、一応内部で協議させて

いただいて、それが適切であるか踏まえて、公開できるかどうかは検討していきたいと思います。 

本当に借りたい人は自分で調べて直接突撃してくるので、公開してもあまり意味がないかもしれ

ませんが、いずれにしましても公開することで弊害もあると思いますのでその辺は十分検討して対

応を考えたいと思います。 

○議長（青羽雄士君）　町長。 

○町長（田中健人君）　1点だけ補足させていただきます。 

先ほどの木下議員の回答の場でもお伝え申し上げましたが、私は企業誘致の行為自体には決して

否定的ではないというところでございます。不透明さですとか不安を感じる声が多いということは

まずはしっかり受け止めないといけませんが、例えば今申し上げたようなマップのような形で全て

公開するのがいいのかあるいは、企業誘致についてもプロポーザル、公募のような形がいいのかにつ

いてもメリットデメリットがあります。全てが全て公開をして丁寧に吟味をしていくというところ

も含めて、まずしっかりと内部で協議をしていきたいと考えております。 

というのも、一方ではこの 5,000 人規模の町の中で、これだけ多くの事業者の方からよくも悪くも

注目をいただけるということがまず当たり前ではないということは、しっかりと私たちもそこにあ

ぐらをかいてはいけないと認識をしなければならないことはお伝えさせていただきたいと思ってお

ります。 

また、私自身もかつては事業者の立場も当事者としてすごく分かる立場の経歴でもありますので、

そうであれば事業者としてはハードルが高過ぎることで、本来町の課題解決、政策的に誘致をしたい

企業をとり逃してしまう可能性もあるというところについてもしっかりと吟味をした上で、どのよ

うな情報公開の在り方あるいは、公平性・透明性の在り方について、企業誘致というものは本当にな

かなか教科書というものがないものもありますので、最低限しっかりと決められたルールの中で、一

定規模については議会での議決承認をいただく、あるいは一定の範囲については執行部のほうであ

る程度任せられているという権限もありますので、それも踏まえて今現状どうなのか、今後をどうす

るべきかも含めてしっかりと協議をしていくところから進めていきたいと考えております。いずれ

にしても丁寧に進めていく中で、皆様からどういった形がいいかも含めて御意見いただきながら協

議を進めていきたいです。 

○議長（青羽雄士君）　これにて一般質問を終了いたします。 

 

　　　　　　◎散会の宣告 

○議長（青羽雄士君）　以上で、本日の日程は全部終了しました。 

　本日はこれにて散会いたします。 

　なお、明日 12 月 18 日の議事日程は当日配付いたします。 

　本日は大変お疲れさまでした。 

 

散会　午後 3時38分 
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